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令和２年豊能町議会６月定例会議会議録（第２号） 

 

年 月 日 令和２年６月２日（火） 

場 所 豊 能 町 役 場 議 場 

出 席 議 員 １１名 

       １番 長澤 正秀      ３番 中川 敦司 

       ４番 寺脇 直子      ５番 管野英美子 

       ６番 永谷 幸弘      ７番 井川 佳子 

       ８番 小寺 正人      ９番 秋元美智子 

      １０番 高尾 靖子     １１番 西岡 義克 

      １２番 川上  勲 

 

欠 席 議 員 １名 ２番 田中 龍一 

 

地方自治法第１２１条の規定により、議会に出席を求めた者は、次のとお

りである。 

町 長  塩川 恒敏      副 町 長  池上 成之 

教 育 長  森田 雅彦      まちづくり調整監  松本真由美 

保健福祉部長  上浦  登      住 民 部 長  大西 隆樹 

都市建設部長  高木  仁      こども未来部長  八木 一史 

 

本会議に職務のため出席した者は、次のとおりである。 

議会事務局長  東浦  進      書 記  清水 義和 

書 記  田中 尚子 
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議 事 日 程 

令和２年６月２日（火）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 
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開議 午前９時３０分 

 

○議長（永谷幸弘君） 

  ただいまの出席議員は１１名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「一般質問」を行います。 

  順次発言を許します。質問者は質問者席

に登壇して質問を行ってください。 

  なお、質問者においては、豊能町議会運

営に関する申合せ事項の会議規則に関わる

申合せ事項に記されているように、通告の

ない質問はできません。また、質疑・答弁

合わせて５０分と限られていますので、答

弁者は簡潔明瞭に答弁をお願いいたします。 

  高尾靖子議員を指名いたします。 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  おはようございます。日本共産党の高尾

靖子でございます。 

  ６月議会の１番目の質問者となりました。

議長から御指名頂きましたので一般質問さ

せていただきます。今、議長も申し上げら

れましたように、分かりやすい答弁で簡潔

にお願いいたしたいと思います。よろしく

お願いいたします。 

  まず、順次、提出しております題名につ

いて質問させていただきます。 

  まず１番目は新型コロナウイルス感染症

対策についてでございます。 

  新型コロナウイルスによる感染症が世界

中で猛威を振るっていることは御存じのと

おりです。本町は国・府の緊急事態宣言の

下で新型コロナウイルス阻止対策の自粛・

休業要請による影響で、暮らし、福祉、医

療、教育、経済など、悪化に対する補助給

付など、２回に分けて幅広く取り組まれま

した。このことは評価したいと思います。

早期に給付できるよう求めます。そこで、

コロナ感染の不安が続く中で、私どもアン

ケートを行いました。強く求められている

のはさらなる防災的に対策強化のため、政

府及び大阪府に対し、ＰＣＲ・抗体・抗原

検査などの検査体制を早急に整備し、新た

な感染拡大を防ぐことです。自治体の長と

してこうした町民の声、命、暮らし、営業

を守るため、検査体制の手厚い支援策が必

要であると思いますが、緊急に国・府に実

現を強く求めるよう求めますけれども、ど

のようにお考えでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  おはようございます。お答えさせていた

だきます。 

  議員おっしゃいますとおり、今後検査が

やっぱり充実していくということを、国民、

府民、町民が望んでいるところでございま

すが、大阪府におきましてはＰＣＲ検査に

ついて、キャパを１日約2,０００件に引き

上げるという計画をしておられますし、そ

れから抗体検査につきましては大阪府と厚

労省、これが共同で、大阪府の健康サポー

トアプリ「アスマイル」に登録している府

民3,０００人を対象に調査を実施していく

ということもおっしゃっておられます。さ

らには抗原検査につきましても、抗原検出

用のキット、これの供給がされ次第、帰国

者、接続者、外来及び地域外来検査センタ

ー等で検査が実施されるというようなこと

で、国も府も躍起になってといいますか、

その辺のところは取り組んでいただいてま

すので、基礎自治体としてもそこら辺につ

いては評価をしていきたいと思っておりま

す。 
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  感染症の、町としてどうするのかという

ようなことなんですけれども、感染症の対

策の状況は全国的な問題でございます。今

後の動向、国・府の動向も踏まえながら、

また第２波、第３波、これらの動向も踏ま

えながら、必要に応じて、先ほども申し上

げましたように、全国的な問題でございま

すので、本町単独で要望していくというよ

うなことではなく、大阪府の町村長会等と

足並みをそろえて、一団として要望するこ

とがございましたら必要に応じてタイムリ

ーに要望してまいりたいと考えてございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今、御答弁頂きました、１日2,０００件、

抗体検査もするというふうなことが新聞に

載っておりましたし、それはよく承知して

おりますが、皆さんが高齢化している町と

して本当に心配なことをすぐ受けられると、

そういう体制が欲しいということが強く求

められていますので、この検査体制ができ

てますといえども、豊能町の方が検査を受

けたいとか、そういうことを要望すればさ

せてもらえるのか。これ全国的なことでは

ありますけれども、しかし検査が受けたい

人についてはそういうことができるのかど

うか、まずお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  先ほども申し上げましたように、本町で

も「アスマイル」に登録している方で御希

望の方は今のところ3,０００人ということ

で、すごい数が希望で、今、大阪府のほう

には検査を希望するというようなことでき

ているらしいんですけれども、今のところ3,

０００人を対象にしていくというようなこ

とでございますので、そこにはなかなか入

っていけないだろうなということで、今の

ところ、やはりその疑いのある方を中心に、

保健所を通じてＰＣＲ検査については進め

ていかなければならないということと、そ

れから、先ほど抗体検査については3,００

０人ということになりますので、そこにつ

いてもまだ、御希望されれば抗体検査を受

けれるというような状況は、本町のみなら

ず府内全域にそういうことにはなってない

ということだと思いますので、今後、大阪

府の動きも含めて、府内全域で御希望があ

れば抗体検査を受けられるような体制に進

めていくというふうなことになるように、

本町としても検討してまいりたいと考えて

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  なかなか検査数が、そう言うても、大阪

府で言うたら８８万人いることですので、

それのうちの3,０００人いうたら割当てと

しては全く豊能町には引っかからないんじ

ゃないかなというふうに思いますが、しか

し皆さんの心配は絶えません。そういう中

で町長にお願いしたいことは、今、先ほど

も御答弁の中にありましたけれども、大阪

府の町村長会などで、やはり皆さん自治体

の長としてもそういうことをすごく求めら

れていると思うんですね。そういうのが多

分出てると思うんです。ですから力を合わ

せて、国・府に対してもこういう検査体制

の実現をやはり強く求めていくべきではな

いかと思うんですけど、その点はいかがで

すか、町長。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おはようございます。 

  高尾議員御指摘のとおり、今の状態にな

ったとき、最初の発症のときというのは本

当に自分がかかってるかかかっていないか

という思いがありました。そのときの数か

ら考えると、本当に重症者または発症され

た方のチェックが必要であったということ

でございます。今現在は、抗原検査という

ことで、元々の遺伝子ではなくてタンパク

質を検出すると。確率は８割から９割とい

う形で悪いですけれども、短時間にできる

というものが承認をされました。したがっ

てあとは数がそろってくればそういう機械

が絶対に出てくると。それからどんどんと

市中のところでウイルス自身が多くなって、

その抗原を持っているというところのもの

もありますので、ＰＣＲ検査、抗原検査、

抗体検査というものをうまく使い分けて、

これからの第２波、第３波に備えるという

ことでございますので、この点につきまし

てはしっかりと要望をさせていただきたい

と思います。ただ、私たちは移動を繰り返

してますので、これはやはり単独豊能町だ

けということではできませんので、大阪府

の町村長会、そして市長会を合わせてしっ

かりと要望し、万全の体制を取れるように

要望してまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  いい答弁を頂きました。ぜひその力強い

ところで頑張って訴えていっていただきた

いと思います。ぜひ近いうちに早急にして

いただきたいと思います。その中で、自粛

努力で豊能町の感染者数は抑えられてきた

ということでございますが、町のコロナウ

イルス対策、町民に伝えて安心・安全の暮

らしができる、そういうことでのアピール

はやっぱり必要だと思うんですけども、今、

商店や個人事業所、経営の方に対してのい

ろいろな取組も、至急、支援の話をしてき

ているんですけれども、そういう支援の取

組も入っております。しかし、私が話をち

ょっとしていく中で、まだそういうことを

知らない事業者、個人経営の人もおられて、

これは本当に惜しいなと思っているんです

けれども、そのことでの周知、豊能町とし

ての周知は２回ビラを出されました。イン

ターネットもありますけれども、それが全

部網羅して皆さんに周知できたいうわけで

はないと思いますので、豊能町に商工会も

ありますし、全協のときも言いましたが、

商工会通じてビラ出していただいて、こう

いう手当支給体制があるんですよと、そう

いうことも連携しながら、やはり知らせて

いって、営業、暮らし、守るいうことを豊

能町としても取っていただきたいと思うん

ですけども、その点はいかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  おはようございます。 

  議員が御紹介いただいたように、ホーム

ページでありますとか、広報「とよの」に

同配したチラシなど様々な形で広報に努め

てまいりました。皆さんに分かりやすく知

っていただくための努力は続けていきたい

と思いますけれども、住民の皆さんにも関

心を持っていただいて、ぜひ届いたチラシ

であるとかホームページの内容は熟読して

いただきたいなと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 
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○１０番（高尾靖子君） 

  私は商店に買物に行くときにはチラシ持

っていって、こういうのあるんですよとい

うふうなことは小さい報告しかなかなかで

きなくて、やはりビラは町としても新聞折

込やら配布されたいうことは、それは良か

ったと思ってるんですけど、まだその点の

手立てがしてもらえるのかなと不安に感じ

ておられる方も中にはいてまして、対象に

なるかどうかは別として、そういうことを

感じている事業者というか、商店がありま

した。そこで、そういうことをぜひ機会が

あり次第、今、副町長も答えられましたけ

れども、周知徹底していくような体制を今

後も続けてもらいたいと思います。コロナ

ウイルスについては、やはりこれ付き合っ

ていかないけないようなものというか、ウ

イルスになってきてると思うんですね。こ

の３月の寒い時期からそういう感染が出て

きて、暑い時期に差し掛かってもまだ終息

しないという、これは本当に異常なもので、

今までにかつてないことだと思います。そ

ういうところでぜひ力入れて、これ以上拡

大・拡散しないように、私たちも頑張って

きちっと皆さんの守る体制を進めていかな

ければならないと思っておりますけれども、

豊能町としてもそのところをぜひとも念頭

に置いて、支援体制の強化ということをや

っていっていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

  次に特定定額給付金の申請についてです

けれども、諸悪の根源となっているような

ことが、今、行われておりますが、オンラ

インと申請用紙の方法をとっていますが、

最近、寝屋川市や幾つかの自治体では二重

払いなど混乱を招いています。吉川支所で

は混雑時は大変と聞きました。本庁からの

応援で切り抜けられるのかどうか、この点

は今の現状どうなのか聞きたいと思います

が、いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  この本庁舎ですとか吉川支所のほうにた

くさんの方が来庁されたりとか、申請書が

郵便でたくさん届いているという状況でご

ざいます。早期支給ができるように、職員、

協力しながら作業を進めていきたいと思っ

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今の御答弁から混乱を招いてないという

ことになるのかどうか分かりませんが、ス

ムーズに支給ができるような体制だけは、

ぜひ皆さん、早期に支給されるべきだと思

っておられる方がやはりおりますので、そ

の点スムーズに、窓口では一本に切り替え

るいうこともあるのかなと思ってはおりま

すけども、そういうことは考えておられな

くて、このオンラインと窓口での申請とい

うことでやるということでよろしいですか。

確認します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  本町では５月１１日からオンライン申請

を開始しまして、５月２５日に申請書を郵

送するまでに２５４件のオンライン申請が

ございました。これまで本町の例では世帯

主以外の方が申請して、さらに世帯主も申

請したため結果的に複数回申請になったと

いうケースや、同じ世帯以外の方も含めて

申請したといったケースはございましたけ

れども、本町ではおかげさまでほとんどの

方が正しい方法で申請をされておりまして、
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間違っている方はほんの一部ということで

ございました。したがってよその団体の状

況としてマスコミなどで報道されているよ

うな混乱というのはないという状況でござ

います。今現在は郵送の申請書、オンライ

ン申請、両方やっておりますけれども、そ

れは皆さんにとって御都合のよいほうを選

択していただければいいんじゃないかなと

思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  本当に窓口の担当者の方は大変だと思い

ますけども、手違いが起こらないように、

その点はぜひ気をつけていっていただきた

いと思います。 

  次にいきます。事業収入や給与額が前年

度と比べて１０分の３以上減少の場合、国

民健康保険料の減額免除など自治体が実施

した場合、国が全額手当てしますが、この

場合、納付書送付後に減額・減免となるの

かどうかお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  議員お見込みのとおりでございまして、

保険料を確定し被保険者に納付書を発送し

た後に、申請により減免の決定をすること

となるものでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  時期的には何月になるのかどうかお尋ね

いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  この６月後半から７月というようなこと

になろうかと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  よろしくお願いいたします。 

  次にいきます。教育についてでございま

す。 

  ６月１日に入学式や始業式が約３か月ぶ

りに再開されましたが、教育委員会の新型

コロナウイルス感染症による対応について、

この報告がありました。その中で課題が見

えるというふうに思っております。様々な

配慮をされておりますけれども、児童生徒

の心のケアを行うための必要な条件整備に

ついてお伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  おはようございます。教育長の森田です。 

  高尾議員さんの御質問のうち、教育につ

いての御答弁、私のほうからさせていただ

きます。 

  今、御質問ありました児童生徒の心のケ

アのための条件整備でございますが、ほと

んどの児童生徒が約３か月近く登校できな

い状況が続いてまいりました。６月１日、

昨日より学校スタートアップ期間として段

階的に再開をいたしましたが、児童生徒の

心のケアにつきましては各中学校のスクー

ルカウンセラー、また各小学校のスクール

ソーシャルワーカー、そして今年度から新

しく配置いたしました、４小学校の巡回指

導を行うスクールカウンセラー等、７名に

より教育相談等を実施いたしております。
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なお、臨時休業中は教員が各児童生徒宅に

出向き、課題等のプリントを配付する際、

子どもたちの状況も確認をしたところでご

ざいます。これまでからの、また見守りが

必要な児童生徒につきましては、休業期間

中もスクールカウンセラー、またスクール

ソーシャルワーカーが電話等で状況確認等

行ってきたところでございます。学校再開

いたしましたけれども、教育活動を段階的

に再開いたします中で、いじめ、不登校に

つながらないように、子どもたちのサイン

を見逃さないよう、気配りそして声かけな

ど心のケアに努めてまいります。また、学

校・家庭との連携、専門的な立場からの助

言や相談も頂きながら取り組んでまいりた

いと考えております。 

  なお、昨日の登校の状況でございますが、

体調の悪い子どもさんそれからこれまで登

校ができてない子どもさんを除きまして、

ほぼ全員が登校できたと報告を受けており

ます。そして小学校の入学式につきまして

も短時間の中、またいろいろな対応する中

でございましたが、全員が出席をできたと

いうように聞いております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  少しほっといたしました。いろいろ新聞

紙上では子どもの虐待とかそういうことも

起こっていまして、豊能町にはそういうこ

とは聞いてはおりませんですが、そういう

こともなかったのかなと、今、察しており

ますが、その点、心のケアいうのはこの３

か月のブランクについてはすごく子どもた

ちにとっては大きなことだったと思います。

その穴埋めをするいうことではありません

けれども、やはり先生方も大変ですけども、

丁寧な指導が必要かと思いますので、まだ

心配なのはもう一つありますが、休校中の

授業時間を取り戻せというようなことが言

われているんですよね。豊能町ではまだ分

かりません。お聞きしたいと思いますが、

土曜授業や７時間授業とか、夏休みの短縮

などがあっという間に決められているんで

すね、あちこちでも。豊能町でもどのよう

に決められたか聞きたいんですが、子ども

や先生方の負担を増大させてはいないのか。

学校や教員に最大限の裁量を保障して、子

どもが楽しみにしている行事を保障しつつ、

個々の実情に応じ無理なく遅れを取り戻す

計画にすることが大切ではないかと思って

おります。そういうことでの教育委員会の

お考えはあるのかどうかお聞きしたいと思

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  ４月、新年度が始まりまして、４月・５

月が休業措置が取られました。授業日とい

たしましては３４授業日、これを今年度残

された期間の中でどう授業等の確保をして

いくかということでございますが、議員の、

今、御指摘いただきましたように、これは

子どもたちにできるだけ負担がかからない

ように、一気に詰め込みをするというので

はなしに、やはり予定しております２学期

の土曜授業については、できるだけ体験的

な活動も取り入れながら進めるように、ま

た土曜授業の先生の勤務のことにつきまし

て、これにつきましても丁寧に府のほうと

も調整をしながら進めていきたいというよ

うに思っております。 

  なお、これは夏季休業、あるいは長期休

業の短縮だけではなかなか難しいですので、

学校行事等の見直し、とりわけ運動会をど

うする、それから校外学習、あるいは修学

旅行をどうするかということでございます
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が、この修学旅行ですとかあるいは校外学

習等につきましては、これ全国の非常事態

宣言も解除され、国からの対応マニュアル

も示されておりますので、そういうことに

も十分配慮しながら、実施する方向でこれ

を検討・調整を、今、進めておるところで

ございます。子どもたちにも先生方にもで

きるだけ負担がかからないように、とりわ

け夏季休業中の暑さの対応等につきまして

も、これは保護者の方、地域の方にも登下

校の見守り等お願いをする中で、事務局も

青パト等を出して巡回する中で、子どもた

ちの状況は見守ってまいりたいというよう

に考えておるところでございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  質問が、後に校外学習や遠足、水泳指導

とかちょっとお聞きすることになっており

ます。前後しますけれども。水泳指導は行

わないというふうに学校だよりなんかには

書かれておりましたけれども、校外学習や

遠足などはされるのかどうか分かりません

けれども、やはり子どもたちが楽しみにし

ていることを奪うことのないように、学校

が楽しい学校であることを進めていってい

ただきたいと思います。その点よろしくお

願いいたします。 

  それと、今年度の定期健康診断の対応に

ついてはどうされるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  おはようございます。 

  定期健康診断の件ですけども、児童生徒

につきましては毎年４月から６月にかけて、

内科、歯科、心臓検診等を行っております。

しかし今年度はコロナの影響によりまして、

今、延期となっております。再度検診につ

きまして、今現在、医師と調整を進めてお

るところでありまして、私や義務教育課長

も医師のもとに行っていろいろ調整してお

るところでございます。 

  今後の時期ですけども、１学期中には健

診ができるよう、医師と調整を進めたいと

いうふうに考えております。 

  また、教職員につきましては例年夏休み

期間中に町職員と一緒にやっておるんです

けども、これについても、今、時期を見直

して調整中ということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  １学期中に行われるということを確認で

きたのでほっとしております。その点、長

い休校で子どもたちにも思いもよらない体

の変化もあるかもしれませんので、ぜひこ

れは実行していってくださいますよう要望

しておきます。 

  次にいきます。３月の定例会議で２小２

中を推進する予算を削減した理由ですね。

私は住民への十分な説明なしで予算を認め

るわけにはいかないということで削減に反

対してきました。この間、新型コロナウイ

ルス感染の問題で、学校、医療、暮らし、

経済など多大な影響が出ている下でありま

すけれども、この件については進捗がある

のかどうかお尋ねいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  進捗があるのかということで、前回３月

議会において予算削除されまして、高尾議

員のほうからも一般質問において、もっと

説明を丁寧にするべきではないかというふ
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うな意見承っております。進捗があるかど

うかということなんですけども、感染拡大

を防ぐため、保幼小中一貫教育に関する説

明会等開催できていないという状況でござ

います。緊急事態宣言の解除がありました

ので、今後、説明会等、感染拡大に気をつ

けて日程調整して開催していく予定でござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  日程調整する必要があると思いますので、

その点は丁寧に住民への説明をしていって

いただきたいと思いますが、新型コロナ感

染で収束の先が見えない状況のもとですけ

れども、児童生徒が安心・安全な学校生活

が送れるように、じっくり協議していくこ

とを求めておきます。そして２小２中の校

舎とか、改築するとかいうような方針を出

されておりましたけど、これには変更がな

いのかどうかお尋ねいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  ２小２中には変更がないかということで

すけども、町長の所信表明から、そのよう

なことは、２小２中ということはうたわれ

ておるところでございます。ただ、この前

の当初予算削除理由がありましたように、

教育委員さん、町長ともう少し協議をすべ

きではないかということになっております

ので、その辺、意見をまとめるといったら

おかしいんですけども、もう一度意見を総

合教育会議などで調整しまして進めていき

たいというふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  これは熟議が必要だと思います。考えの

違いがあってはならないと思いますので、

その点は時間をかけてでもきちっと話をま

とめていっていただきたいと強く要望いた

します。 

  次にいきますが、学校運営協議会設置に

より、保幼小中一貫教育方針について再度

丁寧に学校単位、地域住民への説明会を実

施すべきということは、今、していくとい

うことを答弁されたので、これは質問に入

れておりましたけど、よろしいですね。も

う一度確認します。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  先ほどの答弁で少しお話ししましたけど

も、高尾議員のほうから３月議会、一般質

問においても質問がございました。説明会

開催していくべきではないかという質問ご

ざいました。教育委員会としましては、新

型コロナウイルス感染症がもう少し収まっ

た段階で小学校区単位で住民説明会を行う

予定ですと、そのときにも回答させていた

だいております。３月議会において保幼小

中一貫教育推進事業の予算を全額削除され

た理由となっております教育委員と町長の

再度の協議の場、先ほどいいましたけど、

設けまして、そこで協議調整して、その後

開催していくということになります。学校

運営協議会につきましても、秋には設置で

きるよう準備を進めております。今後、３

密に配慮し、住民説明会の日程等調整を行

い実施していきたいというふうに考えてお

るところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  そこは確実に計画を立てて進めていって
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ください。 

  次にいきます。暮らしについてでござい

ます。 

  高齢化に伴い、自動車免許返納が増えて

います。この町に住み続けたいとの思いを

つなぐ公共交通の充実を求めますが、今後

持続可能な東西交通はどうなるのかお尋ね

いたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  おはようございます。 

  議員御質問の公共交通の充実については、

超高齢化が進む豊能町において非常に重要

な課題であると考えております。豊能町地

域公共交通基本構想においても東西間のア

クセスの確保を上げておりまして、現在は

東西を乗り継いでの移動を実現していると

ころでございます。高齢化に伴う自動車免

許証の返納の増加につきましては、福祉的

な観点からも公共交通の充実を考えていく、

このような必要があると思っておりますの

で、今後調査研究を行い検討してまいりた

いと考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  今の御答弁から、東西の交通をつないで

いかなければいけないというふうに聞き取

れましたので、ぜひこれは、やはり身近な

交通機関としてつないでいっていただきた

いというふうに私は思っております。私も

よく利用しますのでね。その中で、２回目

の質問ですが、以前にも要求してきました

けれども、高齢化は府下でトップクラスで

すね。利用者の多いバス停に屋根やベンチ

の設置は切実です。これから暑い夏が本当

に大変なんですけども、特に中止々呂美バ

ス停の余野方面行きのバス停は、箕面病院

に通う方がそこで乗られます、余野方面に

行くバスにね。そのときにやはり病弱いう

か、病院に通って体が弱っている中で、夏

の暑い最中にバスの時間まで椅子もない屋

根もないところで待つというところで、大

変厳しい条件が、状況があります。そうい

うところで待つのは酷なことなんです。そ

ういうバス停に配慮が要ると思うんですけ

れども、阪急バスに再度要求していただき

たいなというふうに思っております。歩道

が狭いからちょっと無理だというふうに、

前回、内田部長の答弁がありました。しか

し狭いところでも工法によればきちっと設

置しているところがいっぱいありますので、

そういうところを、高齢化した病弱な方が

待つにはそこの配慮が必要じゃないかと思

いますので、交渉していってもらいたいな

というふうに思います。それは東西のほう

の交通の部分でございますが、その点一つ

お尋ねいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼します。議員御質問のバス停留所に

ベンチの設置ということでございますが、

ベンチの設置は先ほど議員もおっしゃいま

したとおり、占用許可基準等いろいろな制

限があるところでございます。ただ、ベン

チの設置についてはバリアフリー化の推進

という観点からも有効であると考えますの

で、今後はそれを考えていく必要があると

思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひ温かい町政といいますか、自治体と

してのこういう施策を進めてもらいたいな
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というふうに思います。あちらこちらでベ

ンチが設置されているところを見るとほっ

とするんですけれどもね。その次の質問で

すけれども、ぜひ、ごめんなさいね、今後

街角やバス停留所などで休めるような、そ

ういう優しいまちづくりにベンチの増設を

求めたいと思っているんです。豊能町内で

もやっぱりバス停にはいろいろとたくさん

乗られる箇所があります。そういうところ

でも、やはりバスの停留所にはベンチの設

置が求められておりますので、その点の配

慮も、ぜひ身近に見ていただいて、要望が

あればぜひ設置の方向で増設を求めたいと

思います。その辺の柔軟なお考えはあるの

かどうかお尋ねしたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。優しいまちづくりとい

うことについて御質問いただいてるんだと

思います。優しいまちづくりを考えていき

ますと、もちろん移動中に休憩ができるベ

ンチですとか、暑いときに少し休めるよう

な木陰ですね。このような確保は必要だと

考えておりますし、豊能町は高齢化が進ん

でおる町ですので、優しいいろいろな配慮、

これは必要だと思っておりますので、関係

課と調整してまいりたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  ぜひ実現に向けて取り組んでいただきた

いと思います。 

  次にいきます。道路のくぼみや歩道に街

路樹の根が浮き上がり、歩行に危険な状態

の部分があります。これまで多数の箇所を

改善していただきましたが、以前改修をお

願いして、ここは危険ですよというような

赤ペンキでチェックした箇所があるんです

が、それはいまだに残されたままなんです

ね。チェックの記録があれば計画的に改善

することを求めたいと思うんですけども、

これはどのようにされるのかお伺いいたし

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  おはようございます。 

  先ほどの高尾議員の御質問でございます

けれども、開発された住宅地、西地区のと

きわ台、東ときわ台といった住宅地におき

ましては、歩道がある道路についてはおお

むね街路樹が設置されております。これら

の住宅地につきましては３０年から５０年

以上経過しており、街路樹自体もかなり大

きくなっております。また、街路樹により

ましては、街路樹の根によりまして歩道部

の舗装を劣化させる要因となっているもの

もありまして、そういった街路樹の根の盛

り上がりによる舗装の劣化につきましては、

予算の中で順次舗装を行っているところで

ございます。また、災害防止の観点から、

倒木の恐れのある街路樹につきましては伐

採、撤去いたしまして、併せて舗装の劣化

部分についても補修を行っているわけでご

ざいますけども、こうした対応につきまし

てはバリアフリーの観点からも評価頂いて

いるところでございます。 

  御指摘いただいております赤ペンキが着

色している箇所についてでございますけど

も、道路パトロール等により職員が発見し、

すぐに対応できない箇所についてはカラー

コーンを置いたり、議員御指摘いただいて

いるように赤スプレーなどで危険箇所を明

示しているものでございまして、今年度に

つきましては新光風台地区、東ときわ台地
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区を中心に歩道部の舗装を行ってまいりま

す。併せまして議員がおっしゃっていただ

いてるような赤スプレーが塗っている、残

されている箇所についても併せて補修を行

ってまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  計画的に改修していくという御答弁があ

りましたので、それはぜひとも進めていた

だきたいと思います。財政も大変だとは思

うんですけども、これは以前、木の根っこ

が残っていたために、そこにつまずいて骨

折された方もいてまして、全額補償という

形がありました。そういうことがないよう

に、やはりこれは取り組んで、しっかりと

確実に取り組んでいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  次にいきますが、２回目の質問ですけれ

ども、私も含めまして高齢者に優しい町づ

くりは急務なんですが、歩道の狭いところ

は車椅子も通りづらく危険な状態がありま

す。今おっしゃっていただいたように、安

全な歩道への改修を求めたいと思いますが、

それも含めて改修を進めていただきたいと

思いますが、それをまず確認またしたいと

思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  バリアフリーという観点からということ

でございますが、先ほどベンチのところで

も議員御指摘いただいてたと思うんですが、

町が管理しております町道部の舗装、歩道

の部分につきましては、幅員が1.５メート

ル程度のものが多いというのが現状でござ

いまして、開発当時の昭和５０年代では幅

員1.５メートルで基準をクリアしてたとい

うことなんですが、今はバリアフリー等の

基準で原則２メートル以上必要ということ

になってまいります。このため交通安全等

の観点から、職員が樹木を診断するなど行

いまして、腐食等によりの恐れがあるもの

については伐採工事をしたり撤去工事をし

たりということで、歩道の幅員の確保を行

っているというのが現状でございます。な

かなかその歩道の幅員を十分確保するとい

うことが現実的には難しい部分もございま

すけども、先ほど申し上げましたような対

応で、これからもバリアフリーの観点から、

皆さんに安心してお歩きいただけるような

歩道部分の改修ということについては努め

てまいりたいというふうに思います。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  高尾靖子議員。 

○１０番（高尾靖子君） 

  最近、新光風台の歩道ですね。こちら、

下から上がっていったら右側のほうずっと

倒木の危険性がある街路樹があったのかと

思いますけれども、全部切られて本当にき

れいに整備されたと思うんですけど、ああ

いう形が、今、求められているのかなとい

うふうに思いますが、まず安全なまちづく

り、高齢化に優しいまちづくりという観点

で、ぜひ整備進めていっていただきたいと

思います。 

  これで私の質問終わらせていただきます。

どうぞ計画的に進めてください。よろしく

お願いします。ありがとうございました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、高尾靖子議員の一般質問を終わ

ります。 

  この際、議場を換気いたしますので暫時

休憩いたします。再開は後方の時計で１０
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時３０分といたします。 

（午前１０時１８分 休憩） 

（午前１０時３０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、川上勲議員を指名いたします。 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  指名を頂きましたので、質問をさせてい

ただきます。 

  町長、口角泡を飛ばして議論をする、こ

んなマスクしておったらやっぱり議論にな

らんと思いますわ。と思いませんか。えら

い時代になったもんですわ。 

  通告順に従って質問をさせていただきま

す。 

  まず、新型コロナウイルス感染症につい

て質問をいたします。去年の５月に平成か

ら令和に元号が変わりまして、さあ新しい

時代の出発だと言うた途端に、今年に入っ

てこういう事態になりましてんけども、中

国の武漢から発症が原因やと。これは中国

が細菌兵器を作ったんちゃうかというよう

なことも言われてますけれども、そこが発

症の原因で世界中に、今、これ広がってお

りますけれども、一般的には第３次世界大

戦いうようなことも言われております。こ

の新型コロナウイルスの感染症について、

町長は全般的にどのように考えておられる

のかお答えいただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  川上議員、おはようございます。 

  非常に幅広い質問でございまして、どこ

からお答えしようかと思いますけれども、

まずは住民の皆さんに今回、本当に自粛を

していただきまして、町内感染者が広がら

なかったということに対して、本当に御礼

を申し上げたいと思います。今回のコロナ

ウイルス感染症でございますけれども、２

０年に１回とか１０年に１回とか出てくる

というようなことで、原因はコウモリとい

うところも示されておりますけれども、今

回のものに関しては無症状から、重篤に至

るまで、本当に症状が幅広かったというこ

とと、それから物すごくスピードが早かっ

たなということで、我々求められる対応も

本当にスピードが要求されたということで

ございます。私も実は就任をして１年もた

たない間にこんな事態になりましたので、

前回のインフルエンザの感染症のときのマ

ニュアルを読み込みながら、今後、何をし

ていかなければいけないのかということも

併せて勉強させていただきましたけれども、

状況がやっぱり違うということで、それを

しっかりと残していくということが必要で

あるなと。次につなげるようにしていかな

いといけないというように思っております。

それから、今後もこれは長期間に及ぶ。イ

ンフルエンザは時期で解消されますけれど

も、まだまだ長い時間がかかるというとこ

ろ。それから経済への影響も非常に大きか

ったということになりますので、今後、医

療崩壊そしてそういうものがないような状

態で示していかないといけませんけれども、

感染症は国及び大阪府ですので、大阪府に

は本当に早い指針が示された。それから的

確な情報を我々自治体にも示してくれたと

いうことについて、本当に私は感謝をする

次第でございますし、広報についても分か

りやすい言葉で住民の方にしっかりと届け

られたということで、反面、逆に私たちが

置いてきぼりにされてるような感じもあり

ましたけど、それだけスピードを持ってし

っかりとやっていただけたというように感

じております。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今、町長のほうから大阪府のことも出ま

したけども、幸いに豊能町にも大阪府から

出向しておられる副町長がおられますので、

豊能町の住民に対して、私が大阪府の代表

やという気概で、ちょっとこれについて答

弁していただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  確立された治療法やワクチンはありませ

んので、このコロナウイルスとの対策は長

期化することが予測されます。なかなか難

しい問題でありますけれども、町にとって

必要なことを検討して進めていきたいと思

っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今、町長並びに副町長から答弁頂きまし

たけれども、結局大阪府が、今、吉村知事

が頑張っておられますけれども、しかしこ

の件について豊能町ここにありと、このコ

ロナに対してこういう対策を持ってるのや

という発信をやっぱり第一にすることが私

は必要やと思いますわ。このコロナについ

て町長以下幹部職員が会議を持たれたと思

いますけれども、その会議の内容について、

どのような結果を出されたのか答弁してい

ただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  豊能町では２月３日に新型コロナウイル

ス対策本部を設置しました。大阪府や国か

らの要請や連絡、新しい情報が入り次第、

その都度対策本部会議を開催しまして、協

議決定してまいりました。初めの頃は公共

施設に手指消毒液の設置であるとか、職員

にマスクの着用を推奨するなど進めてまい

りましたけれども、状況がだんだん変わっ

てまいりまして、町主催のイベントや集会

の中止や延期、公共施設の臨時休館、学校

園の臨時休校、そういったことをその都度

決定してまいりました。それらはその都度

ホームページでありますとか広報「とよ

の」に同配するチラシなどに掲載して周知

に努めてきたところでございますけれども、

そういったことを対策本部会議ではその都

度決定してまいりました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  国のほうでは今現在、第１次、第２次の

補正予算で、事業規模としては２００兆円

以上の予算を組まれておりますわね。その

うちの約６０兆円は国債の発行で賄われて

おるという具合に新聞等で記事を読んでお

りますけれども、この豊能町にも国の支出

金や補助金として２０億円ぐらいの金が補

填されておりますけれども、この新型コロ

ナウイルス感染症に対して、町単費として

幾らぐらいの費用を使われておりますか。

また使おうとされておるのか答弁していた

だきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  令和元年度中で申しますと既定の経費の

中で対応したものもございますけれども、

令和２年度で申しましたら教育サポーター

による子どもの学習支援事業や、一部の新

型コロナウイルス感染症対策物品の整備に
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つきまして、議員報酬や特別職の給与カッ

ト、これを財源にしまして６６５万円の財

源を捻出しまして、それらの経費に充当し

ていったということでございます。今後に

つきましては、また国の補正予算の状況な

どもありますので、町にとって必要なもの

が何なのかを検討してまいりたいと思いま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  この新型コロナウイルスに対して、町の

職員に対してどのような影響があったのか

答弁していただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  町の職員につきましては感染症対策に相

当な時間を割くこととなりましたので、通

常業務でありますとか本来業務の一部に支

障が生じているということがございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  それではこの感染症に対して、住民や職

業あるいは商売をしておられる方に対して

どのような影響があったのか、また今後ど

のような影響があるのか答弁していただき

たいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  国や大阪府の決定によりまして、本町で

もイベントの中止や延期、公共施設の休館、

学校の休校等をせざるを得ませんでした。

また外出の自粛やいわゆる三つの密を避け

るといったこと、買物の仕方まで呼びかけ

をさせていただきまして、さらには各種団

体の集会や総会も延期や中止を助言すると

いうこともしてまいりました。その結果、

感染拡大防止に多大な御協力を頂きまして

感謝申し上げているところではございます

けれども、その分住民の生活への影響は非

常に大きかったと思っております。また先

ほど申しましたように、確立した治療法や

ワクチンもございませんので、このコロナ

ウイルスの影響は長期化することが予想さ

れますので、引き続き住民の皆さんには御

辛抱いただくことがあるんじゃないかなと

思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  これでもってみんな自粛してますわね。

その自粛するのに町の職員、財政的にはあ

まり影響なかった思います。ただし特に商

売人、この方はそれによって多大な影響が

あったと思います。それに対して町はどの

ような対処をされておられるのか。やっぱ

り国や府の基準に従ってそれだけで済まそ

うと思っておられるのか。町独自で一般の

町民に対して補填していくような考えはご

ざいませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  ５月の補正予算でありますとか、今回上

程して御審議いただく６月の補正予算、こ

れに様々な町独自の事業を計上しておりま

す。この中には国や府の施策をそのまま実

行するものもございますけれども、国や府

の施策に町独自に上乗せしているという施

策もございますので、そういったことを総

合的に御活用いただければなと思っており

ます。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  その上乗せ分が先ほど答弁された６６５

万円でっか。そういうことになりますわね。

それで足るのかどうか。今後また２次、３

次のコロナが発生する可能性は十分あると

思いますわ。今朝の新聞でも半分以上の人

が可能性があるやろうというようなこと載

っておりましたけどね。それに対して一つ

の例として、議会も減額しましたわな。町

長も減額、副町長もされたけども、このこ

とをやっぱり町長がこの発生したときに手

を挙げて、わしは二、三か月は給料も報酬

も要らんのやというぐらいの発信をされた

ら、一遍に新聞沙汰になると思いますわ。

議会がやってから後、追随でするというこ

とは、何やちょっと町のリーダーとしては

物足らんなと思いまんねんけど、その辺町

長どのようにお考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今回、本当にスピードが先決でございま

した。ただ、町単費でやるというところ、

財力的にも非常に少ない。国の動向そして

国の臨時交付金等の状況も確認をしながら、

私どもの豊能町の実態に合った形で使って

いくということで、決してばらまきになら

ない状態で求められる方に届けていくとい

うことをしっかりと考えさせていただきま

した。もちろん気持ちとして減額報酬とい

うところのものは頭にありましたけど、そ

れで一挙に、よっしゃ分かったというよう

なものにはならないと思ってますので、そ

れはもう微々たるものだというように感じ

ておりました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  国はこの件に対して赤字国債を発行して

ますわね。ところが町はそんな町債は発行

できませんので、結局借金、町債も借金や

けども、現実借金していかな町独自のもの

はできないと思いますわな。それをするた

めには町独自の財政調整基金といいますか、

使える金を持ってんとあかんと思いますけ

どね。その財政調整基金に対して、今、数

億円しかないけども、今後、収入の原資は

町長お考えでっか。どないでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  議員が御紹介いただきましたように、地

方公共団体におきましては地方財政法第５

条の規定によりまして地方債の発行や使途

が制限されておりますので、無制限に地方

債を発行するということはできません。町

独自の収入があるのかと言われればないと

いうことになります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  これが国は年間予算大体１００兆円前後

ですわな。なら今回、第１次、第２次です

ね。事業規模で２００兆円以上の補正予算

組んでますわな。町もやっぱり１年から２

年ぐらいの、百二、三十億円ぐらいの金は

持ってなあかん思います。結局これから今

後数年間これが続いていくのやったら、国

はそないやっぱり地方に回す金できないと

思いますわ。豊能町自体が生き残っていく

ためにはそれぐらいの原資が私は必要だと

思います。そこで私、前から言っておるよ

うに、豊能町事業せいと。国の法律どない

なるか知らんけども、今後思い切ってそう
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いうことをしていかんと、豊能町自体、そ

れでなくても人口がだんだん減っていって、

これから１０年、１５年したら豊能町とい

う名前は残っても人がおらんようになって

しまうのは目に見えてますわ。このような

時期にそういう考え方を私は必要や思いま

すけども、町長はこの件に対してどのよう

にお考えでっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  議員から財政調整基金を年間予算の１年

から２年分持つべきではないかというよう

な御紹介ございましたけれども、私はその

考えとはちょっと違っておりまして、議員

の趣旨は経済の不況であるとか大災害の発

生で収入が減少したり支出が増加したりす

ることに備えて基金を持つべきじゃないか

ということだと思うんです。私はそのこと

については必要なことだと思いますけれど

も、今回の新型コロナウイルス感染症の影

響というのは全国的な問題でございますの

で。まずは国において各団体の財政運営に

支障が生じないように十分な財源措置を講

じるべきであると、そのように考えており

ます。また、災害などに関しましては特別

交付税の措置でありますとか国庫負担金の

負担率のかさ上げであるとか、資金繰りの

面では普通交付税の繰上げ交付といったこ

ともございまして、様々な財政支援措置が

別途講じられておりますので、基金の規模

としてはそこまで持つ必要はないんじゃな

いかなと私は思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  国のほうがそういう考えでおると、地方

公共団体もそういう考えを持つ必要がある

と私は思いますわ。国がやっぱり国民を守

るのは義務やしね。と同時に町も豊能町の

住民を守るのがやっぱり義務やと思います

わ。豊能町は商売人も少ないし、年金で暮

らしておられる方がほとんどやから、今回

の件に対してはそう財政的には影響ないと

は思いますけれどもね。今後は人口は減っ

てくるわ金が必要になってくるわになった

ら、やっぱり金がなかったら普通の家でも

生活できひんねんから、それはやっぱり持

っておく必要があるし、東京都なんかは財

政的に豊かやから独自のことやってますわ

な。ところがそれ以下の地方公共団体はそ

れができないと。あくまでも国が頼りやと

いうことやけども、国自体がそれこそそれ

ができんようになった場合に、このウイル

スでも２年、３年続いていくと、だんだん、

だんだんやっぱり補填するのも少なくなっ

てきますわ。今回はそれができたか知らん

けども、今度、第２次、第３次が発生した

場合に今回のこのようなことができない可

能性もありますわ。住民あるいは国民は、

前回と同様にせいというのはこれは当たり

前の話やからね。それを前回と同様にすん

のやったらやっぱり単独で、独自でそうい

う資金を確保する必要があると思いますわ。

その辺、町長自体の考えはおまへんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  川上議員御指摘のとおり、私も財力とい

いますか貯金があればということになりま

すけれども、池上副町長が申し上げたとお

り、いわゆる我々の財政調整基金というの

は税収が下がったときに対して住民サービ

スを維持するためにそのときに使うものと

して財政調整基金があると、そういうこと

でございますので、今現在１７億円ほどあ
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りますけれども、全体の１５％ぐらいの保

有率といいますか、ものになりますので、

これも国それから大阪府全体の平均値より

も少し上の状態ということになります。一

方、そういう不測の事態に備えて各自治体

自身が財政調整基金、または特別名目の基

金自身が今現在増えてきているというのが

あって、国のほうは逆にそれだけあるなら

というようなことで交付率を下げるとか、

そういうような検討もしてるということに

なりますので、国がしなければならないこ

と、それから全体に及ぶものというものは

やはり国の施策で、現場を預かっている

方々がしっかりとやれるもの、やはり役割

分担を付けながら、無駄な貯金をするので

はなくて、しっかりと歳出・歳入を考えた

上で執行していかないといけないというよ

うに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今、世界中で日本の国、ある程度、国債

発行は多いですけども、世界で信用されて

おるからね。そんな国債の値打ちも下がら

んけどもね。このコロナによって大企業の

税金が恐らく少ななってきますわ。そうな

った場合、世界から国債の値打ちがないと

なって資金引き上げられたら、国債の値打

ちががた落ちになりますわ。そうなった場

合、国、政府はそれだけ今までと同じよう

に各地方公共団体に補填できるかといった

ら、恐らくできひんと思います。というこ

とはやっぱり町独自で町民を守っていかな

いかんという考え方になっていかんとあか

んと思います。そのためには、私、前から

言うてるように、戸知山が金のなる木、金

の卵ですわ。光ヶ谷も金の卵ですわ。それ

を利用して財源確保すると、こういう考え

方が私、必要だと思いまんねん。例えば話

変わるけど、前から言ってるように、火葬

場、この件ね。もう私が議員になった当時、

平井議員のお父さんの時代から火葬場造れ

造れと言うて、平成１３年か４年のときに

高山で作るということになってんけども頓

挫してもうた。それから約２０年弱くれて

まんねな。今回のこのコロナで例えば豊能

町で亡くなる方が４人、５人になってみな

はれな。どないしまんねんな。どないもで

きひんと思う。やっぱり火葬場も必要や。

その火葬場を作るためには資金も必要や。

そういう考え方に立っていったら、やっぱ

り金は残しておくべき必要は私はあると思

いますわ。だから金を残していけ言うてん

ねんけども、この火葬場に対して、何回で

も言うておるけども、どういうように、今、

進んでるかちょっと、部長でっか、答弁し

ていただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  おはようございます。 

  火葬場についてということで御質問を頂

いております。これまでにも川上議員のほ

うからこの件については御質問頂いており

まして、広域での取組について検討するこ

とということでお話をさせていただいてき

たと思っております。現在のところ具体的

な進展はないというような状況ですけれど

も、議員おっしゃるとおり、これからいろ

いろな、高齢化も含めましていろいろな問

題が出てくると思いますので、広域も含め

て引き続き調査・研究をしてまいりまして、

何らかの方向性は示していく必要があると

いうふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 
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  この件に対して私、何回でも言うてまん

ねん、町長。今の答弁のとおりですわ。結

局何にもしてない。考えてるだけですわ。

やっぱりこれ計画立てて、広域行政でする

のやったらするで計画立てて、例えばこの

前も言うたように豊中辺りは、今、火葬場

よわってまんのや。その豊中巻き込んだら

池田も箕面も、この豊能地方、一つにして

大規模な火葬場造るという計画のもとで進

んでいかなあかんと思いますわ。恐らくこ

の豊能町単独では無理な話。そういう広域

で相手に対して声かけていくということも

大事やから、早急に火葬場の件も進めてい

ってもらいたい。今回のこのコロナで、幸

いにして豊能町は２人でっか、３人でっか、

陽性の方が、それぐらいで収まったけども、

今後どこで、何とかいう、横文字でいうけ

ど集団何とかいいまんがな。それが発生す

るかもわからん。そのときに対応できまへ

んで。先ほど言うたように、金の卵の戸知

山やら光ヶ谷、これも十分利用できまんが

な。今の時期にこれをしていかんと、この

コロナ収まったら世の中の形態がころっと

変わってきますわ。一番初めに言うたよう

に、こんなみんなマスクして議論する。議

論にならんと思いますよ、これ。やはりマ

スクなしで口角泡を飛ばして議論するよう

な、喧々諤々とすることが一番私は必要や

と思いまんねん。町長その将来のことにつ

いてもう一遍ちょっと具体的に答弁してく

ださい。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  以前から火葬場に関しては御指摘を頂き、

それから町の展望として、もちろん火葬場

がないというのが私どものところです。今

後、高齢化率が上がってきますし、２０２

５年問題、そして２０４０年問題も含めて

していかないといけないということで、具

体的にはまだできてませんけれども、議論

を各首長とさせていただいたことがありま

した。それぞれ、池田でありますとか能勢

町、そして箕面、豊中、それぞれの人口統

計も含めて、今は逼迫してる状態でありま

すけれども、炉が７基、５基あるようなと

ころでいくと、１日の回転から考えて、今

現在は急激なものはないという形で、今後

も継続して運転をしていくというのが近隣

の市町村の考え方でございました。ただ、

災害が発生したとき、それから今回のコロ

ナのように死亡者が多くなってきたときに

は、というところまでは実は議論がいって

いないということでございますので、併せ

てそういう緊急事態のところでやらないと

いけませんけれども、そのために新たに作

るという考え方はどこの市町村もなくて、

やっぱり広域連携をして、お互いにそれぞ

れの炉が対応していくというようなことで

いかないといけないというのが今までの考

え方です。強いて言うならば、一番古いと

ころでいくと池田のところが古いというこ

ともありますので、あとは能勢町、平成２

８年にできましたし、それから箕面のとこ

ろ、１３年からできてますけども、７基あ

るというようなことで十分回ってると。豊

中のところも７炉あって１日２回転をして、

今それで十分であるというような結論です

ので、今後はそのコロナ、または大災害が

発生したときの対応という形で、ちょっと

議論を進めていきたいなというように思っ

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  先ほど町長が言われたように、コロナだ

けじゃなしに大災害発生する可能性が、こ
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れから気候変動によって十分あると思いま

すわ。そのときのやっぱり対応を今からし

とく必要がある。火葬場にしても計画から

出来上がりまで１年や２年でできませんわ。

やっぱり５年、６年、７年かかりますわ。

それを今から考えてしておく必要があると

思いまっせ。戸知山も私いつも言うてるよ

うに、中学校を作れと。中学校を作って、

全寮制の中学校を作れと。これは何でかい

うと、これからの時代、変わっていく時代

に、やっぱり道徳教育、これが必要やと思

いますわ。今回のこの件で、病院でも発生

するわ一般でも発生するわ。自衛隊のこの

コロナに対処する人、一人もかかってまへ

んねん。なぜかかってまへんのや、町長、

分かりまっか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  なぜかかってないかということは、国の

ほうからまたは地方自治体から災害対策の

支援を求めるということをやらなかったと

いうことが一番のポイント、ポイントとい

いますか、災害派遣という形の制度があり

ますので、そういう形で要請をされなかっ

たというように認識しております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  それはちょっと違いまっせ。何とかプリ

ンス号の事件のとき、あれでも自衛隊行っ

てまんがな。なぜかからなかったかいうた

ら、やっぱり自衛隊それだけの規律をもっ

て対処してまんねん。病院なんかは今のと

ころ北九州、どこやったかな横浜かな、発

生してまんな、病院の中で。自衛隊員はこ

れに対処する人は一人もかかってまへんね

ん。それだけやっぱり規律をもって訓練さ

れてるわけですわ。それと同じように、や

っぱり中学生のときからそういうことをし

ていく。私はこれから先の時代は必要やと

思いまんねん。そのためにはやっぱり集団

で行動する、道徳教育する、規律訓練する。

これからの人間はそれがやっぱり私は必要

になってきますわ。ただ、その教育力日本

一でっか。それは日本一になるかならんか

知らんけども、それよりもやっぱり人間と

して形成される、そういうことのほうが大

事思いますわ。そういうことをすることに

よって、今回、日本の国はあまり広まらな

かったけど、このコロナにも十分対処でき

ると思いまっせ。それを考えていってもら

いたいと思います。 

  次に、火葬場の件は町長たのんまっせ、

ほんまに。計画を立てて実行していっても

らうように。それでも一、二年かかりまん

がな。よろしく頼みます。 

  それから、コロナの質問はそれで、今後

どういう具合になるかわからんけども、十

分、今後、２次、３次が発生した場合には

対応できるような考え方を持っていただき

たいと思います。 

  次に、幼保小中一貫校の進捗状況を問い

ますので、進捗状況をよろしくお願いしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  保幼小中教育の一貫の進捗状況というこ

とですけども、先ほど高尾議員の御質問に

もお答えしましたように、３月議会終わり

まして、その後、予算削除されたことによ

りまして、その理由をクリアするというこ

ともありまして、説明会等する予定でした

けども、現在開催できていない状況でござ

います。大きな進捗はございません。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  私、前回の予算修正をしたときに、再議

があって当たり前やと思いましたんや。再

議のまま否決されたらしゃあないけども、

そういう意気込みが感じられないわけです

わ。小中一貫校を西と東で作るという意気

込みが。多分、私、考えると、教育長は箕

面の教育長をされた、あるいは能勢町の教

育長をされた。小中一貫校で対処されてき

たと思いますわ。能勢町のほうは前の山口

町長でっか。これはやっぱり能勢町の西の

ほうに一つ、東のほうに一つと、こういう

ことであれ当選されたように思いまんねん

な。その結果を見たら、あそこで１か所に

なってますわな。ということは、私は教育

長が、山口町長がそういう考えがあったに

もかかわらず、教育長が能勢町へ教育長と

して行かれた結果、教育長の考え方等踏ま

えてあれにされたんちゃうかなと。という

ことは、本来、この豊能町に来られたのも、

町長は西東で一つずつ作るという考え方や

ったけども、教育長が進言して、それは西

東に作るのは無理でっせと、西のほうに一

つにしなはれというようなことを言ってる

んじゃないかなという具合に、私、予測す

んねんけど、どないでっか、教育長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  川上議員さんのほうから、今、御質問が

ありました、学校再編のことにつきまして

の考え方でございますが、私は３月の議会

で同じ質問を頂きました。それに対しまし

て、やはりそれぞれの地域あるいは子ども

たちの状況、それに応じた教育を進めてい

く必要があるというように考えておると御

答弁させていただいたところでございます。

なお、能勢町の、今、例を取り上げてお話

がございましたが、確かに今おっしゃいま

したように山口町長、町長が就任されると

きには東地区、西地区、両方に学校を残し

ていこうと。とりわけ東地区には当分の間

というようなことで、それで説明会を東地

区なさいました。三つの小学校ございます

けれども、そこで小学校で説明されたとこ

ろ、住民あるいは保護者の方から、そうし

たら東はどうするんだと、三つ、どこを最

終的に残すんだというような大変たくさん

の質問や御意見が出たとお聞きをしており

ます。それで今ある学校、例えばその三つ

のうちＡ・Ｂ・ＣとあったらＢの学校に行

くんかと。もうそういうような状況であれ

ば、新しく西に作る学校に子どもたちをや

りたいというようなことで、そういうよう

な意見を受けて、２月に、私は４月の初め

から就任させていただきましたが、そのこ

とを町報にも載せられて、それから西に一

つにまとめるというようなことで話が進み

ました。私はその経過につきましても当時

の町長からその詳細等につきましてはお聞

きをいたしております。ですから最初に御

答弁させていただきましたように、私もち

ょうど昨年の６月に就任させていただき、

１年になりますけれども、本当に豊能町す

ばらしい町、すばらしい子どもたちだと思

います。その子どもたち、どのような教育

を進めるかということにつきましては、議

会の皆さんから御指摘を頂いております。

やはりきちっと教育委員さんと一緒に、そ

してその考えを町長と調整をしながら進め

るべきだと。そのことをしっかり受けまし

て、さらにはやはり学校の状況、子どもた

ちの状況もしっかり、再編という大きな課

題がございますので、やはり学校に足を運

び、子どもたちの状況あるいは先生、保護
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者の方、あるいは地域の方の御意見、ただ

意見を聞くだけではなしに、一定の考え方

を示す中で、その中で意見を頂きながら進

めてまいりたい、そのように思っておると

ころでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  ３月の議会のときにも私、言いましたけ

ど、そういう考え方であれば、教育長はも

とより、町長は西東で一つずつ作るという

考え方で町長になられたんやから、それは

やっぱり主義を曲げんようにしてもらいた

いし、教育委員、これいまだに３月の時点

でも、もう一つやっぱり東に作るという考

え方を全員一つになって持っておられると

いうことは見受けられへんから、それはや

っぱりまずもって教育委員を、教育長なり

町長なりが教育委員を説得して、そういう

考え方を持ってもらうと。一つになってそ

れを進めていくということをせんと、何か

ほんまに東にも学校をつくるんかいなと。

豊能町は東と西の人口比比べたら８対２ぐ

らいですわ。ほなやっぱり東から西へ持っ

ていって一つにしたほうがええんちゃうか

と、そんな考え方もできるし、去年かしら

んの出生率いうたらわずか２０人弱でっか。 

（発言する者あり） 

○１２番（川上 勲君） 

  ３８。東のほうでは。少ないですな。ほ

なあとこれにするにしても４年、５年かか

りまんがな。そのときに小学校１年生にな

ったら、このままでいけや１０人未満です

わ。そのときに学校必要かいと、こういう

ことになってきますので、第一にやっぱり

豊能町に働く世代、その人を入れる施策を

していくのを第一に考えることやと思いま

っせ。２小２中にするよりも。今まで６・

３制で進んできたのが戦後７０年間ぐらい

でっか。これが小中一貫校にせなあかんの

やと。今までの教育を否定することになり

ますわな。そうやなしに、今の６・３制を

あと５年、１０年続けてもよろしまんがな。

その間に人口を増やして、人口を増やす施

策をやっぱりしていく必要ありますわ。そ

ういう考えでもって小中一貫校、２小２中

をする考え方も必要や思うけども、それは

なくしても、そういう考え方になるのはち

ょっと私はおかしい思うし、我々も６・３

制で育ってきて、十分私以外の人はみんな

対応できてますわ。やっぱりそういう人を

増やす考え方、これを根本的にしてもらわ

なあかんと思います。その辺町長どないで

っか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  非常に私の守備範囲というのは広うござ

いますので、まず川上議員がおっしゃるよ

うに、この持続が可能なまちづくりという

ことで雇用を増やす、そして歳入が上げれ

るように、そのためにはやはり町民の方々

が元気にならないといけませんので、そし

て所得を上げていくということが必要です

ので、それらを含めてしっかりとやる。そ

のときには私は地域の活性化ということで

いきますと、産業がもちろん入らないとい

けませんし、学校を核にした地域力という

ところも、今、創生計画の中でも求められ

てますので、そういうことも含めてしっか

りとまちづくりを考えていく。そのために

４月からまちづくり創造課も作らせていた

だきながら、いわゆる今までの個々で見て

るんではなくて総合的な判断ができる、そ

してそういうものを進めていくという形を

取ろうとしておりますので、まずはやっぱ

り今まで下がりに下がってるというところ
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の人を転入促進をするために何をしなけれ

ばならないかということを、たった一つで

は無理ですので、同時並行でやっていくと

いう考え方で進めさせていただいておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  そういう進め方が目に見えてこないんで

すわ。町長就任されてから１年と３か月た

ってるのに。やっぱり目に見える形でやっ

てもらわんと、何やこの１年と３か月停滞

しとんちゃうかなという具合に私も思って

るし、そう思ってる人もおられると思いま

っせ。そやから町長の思いをもっと発信し

て、こういう計画を立ててるんやというこ

と住民にわかるように持っていっていただ

きたいと思いますわ。 

  次に、もう時間もありませんけども、農

空間整備事業の進捗状況、お答え願いたい

と思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  では簡単に御報告させていただきます。 

  現在、本町における農空間整備事業の取

組というのは、牧地区、高山地区での府営

圃場整備事業の実施に向けた支援、あるい

は川尻地区の地元農家等で組織される農空

間づくり協議会への支援などを、今、行っ

ております。進捗状況でございますが、牧

地区では事業対象地区の農地所有者の合意

形成ができたことを受けまして、昨年度に

大阪府が圃場整備事業の実施計画を策定し

ています。令和２年度は来年度の事業着手

に向け、府のほうが１１月末までに土地改

良法に基づく手続を行いますとともに、農

林水産省への事業採択申請を行う予定です。

高山地区でございますけども、府営圃場整

備事業に向けて、高山農空間づくり協議会

が中心となって地域の合意形成に向けた準

備が進められているところでございます。

ただ、コロナの関係で若干その集まりとい

うのができてないというふうにお聞きして

おりますので、今まだ準備をされていると

ころというふうにお聞きしております。簡

単ではございますが以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  今は高山、牧、この事業に取り組んでお

られますけども、ほかの地域は取り組むよ

うな予定とか計画はございませんか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  すみません。他の地区でもやはり牧地区

で進められているというところを受けまし

て、例えば川尻地区につきましても、今、

地域の農業の在り方や将来像を把握するた

めにアンケートなどを実施されまして、そ

の結果に基づく課題について、同じような

農空間づくり協議会が中心となって解決方

法の議論がなされているということもござ

いますし、他でもそういう声はお聞きしま

すけども、まだ農空間づくり協議会まで作

ってというところまでは至ってないという

ところもございます。以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  川上勲議員。 

○１２番（川上 勲君） 

  以上で終わります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で川上勲議員の一般質問を終わりま

す。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。
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再開は１１時３０分といたします。 

（午前１１時２０分 休憩） 

（午前１１時３０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ９番・秋元です。議長の御指名を頂きま

したので、一般質問させていただきます。 

  理事者の皆様におかれましては簡単明瞭、

誠意ある御答弁のほどよろしくお願いいた

します。 

  では通告に従いまして順次質問させてい

ただきます。 

  まず最初に、大阪府自然環境保全地域の

指定について質問させていただきます。 

  豊能町の木代に、今言いました大阪府緑

地環境保全地域に指定された一角がありま

す。今のところ豊能町ではこの地域だけと

なってます。他の場所も大阪府緑地環境保

全地域に指定してほしいという声が出てく

るやもしれませんので、改めて確認させて

いただきます。資料によりますとこの一角

を保全地域に指定されたのは、一つに茨木

市にある府立自然公園に近いということ。

それと二つに建設発生土等の大規模な埋立

行為地との間に位置している。三つに住宅

地に近く地域住民の声として良好な自然環

境が求められている中で町として本件土地、

つまり当該地ですけど、の自然環境を保全

する必要があると、３点挙げています。こ

のほか特にこれが理由ですということで加

えられたい、必要が、必要って失礼な言い

方ですけど、件がございましたらお聞かせ

ください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  最初の、大阪府緑地環境保全地域につい

て指定した理由ということでございますが、

今、秋元議員がおっしゃった理由がほとん

どかというふうに思っております。こちら

の認識といたしましても、町のほうが大阪

府のほうに指定を申し出た理由ということ

で申し上げますと、当該土地は府立自然公

園に隣接する土地で、建設発生土等の大規

模な埋立行為地との間に位置しており、府

立自然公園と一体的に里山の自然が残され

ており、住宅地にも近い、地域住民の声と

して良好な自然環境の保全が強く求められ

ている、こういったことからそこの土地の

自然環境を保全する必要があるということ

で指定の申出をしているということでござ

います。以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  大阪府では各自治体からの申出によって、

今言いました緑地環境保全地域に指定され

るわけですけども、つまり豊能町から申出

があって今回指定されてるわけですけども、

では当該地の場合、豊能町の場合ここ１か

所しかありませんから、町としていつどの

ような会議で、要するにここを大阪府の指

定に申し込もうというふうな会議をされた

のか、要するに意思決定の場ですけど、そ

れはいつだったのかお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  町のほうがそこの土地を指定を申し出て

いるということでございますが、これは平

成２６年当時、当時の担当でありました農

林商工課のほうが起案いたしまして、町長

の決裁を得て指定の申出を行っているとい
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うことでございます。知事に申し出るに当

たりまして、府の条例上、町において審議

会に諮るなどの手続は定められておりませ

ん。ですので申出に当たりまして特に会議

等は町の中では行っておりません。ただ、

府の条例では、指定をしようとするときに

はあらかじめ大阪府環境審議会の意見を聞

かなければならないとされておりましたの

で、今回の本件のこの土地につきましても、

環境審議会を開催してその指定が妥当であ

るということで判断を頂いているというこ

とでございます。 

  いつということでございますが、これは

６月９日の日に町が府に対して指定の申出

をしているということでございますので、

その前に町の内部で意思決定が行われてい

るということで判断頂いたら結構かと思い

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今、部長がおっしゃいました６月９日で

すね。これは６月９日付で起案されていま

す。その日のうちに、今おっしゃったよう

に課長が起案されています。その後につい

て次長、部長、副町長、町長が決裁されて

います。この日にもう大阪府に６月９日付

で出されているわけですよ。あっという間

のすごい流れと私は思うんですけど。とい

うことは、今、町の中で会議された、その

記録はないみたいなことをおっしゃってま

したけど、たった１日でこういうことでき

るんですか。このスピード感。評価したら

いいのかどうか分かりませんけども。こん

な大事なことが会議もなしにいきなり一課

長の起案で、あとは自動的に決裁印を押し

て府にいくのかどうか、非常に関心があり

ますのでお答えください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

（発言する者あり） 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  本当のことということでございますけど

も、本当のことを申し上げます。 

  この当該土地について指定をしたという

ことでございますけども、これは２６年当

時、前後いたしますけども、大規模な土砂

崩落事故が周辺で起こりました。それでも

ってまた別の、先ほど議員もおっしゃって

おられました、府立自然公園と反対側のこ

の当該土地を挟む形であるところについて

は残土処分が行われておったという状況の

中で、新たなその開発について、これ以上

また同じように進めますと周辺住民の非常

に不安な気持ちがさらに増す、あるいは危

険が及ぶというようなおそれがあるという

ことで、今回こういう申出を行ったのでは

ないかというふうに思っております。この

ときには、ですのでいろいろな事態が切迫

しておったという中で、恐らくスピード感

があってこういう手続を取られたのではな

いかというふうに思っております。ただ、

こういう手続を取るに当たりましても、や

はり町の中ではある一定の意思形成ですか、

意思形成を行った上でこういう決定を行わ

れているというふうには、当然そうだった

というふうには認識しているところでござ

います。以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今、言いました２６年当時崩落事故あり

ましたね、大きな。この土地は関係ないで

すよね。ほかのことに関してもこの土地は

関係なくて、この近辺で起きてることです

ね。今の部長のお話ですと、今いる当該地

も同じようにして土砂やなんかを持ってき
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たりなんかするから前もって網かけましょ

うっていう町の考えだったんですか、これ

は。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  前後いたしますけどもこの指定を網かけ

る以前に、そこの土地について近郊緑地保

全区域に指定されているところでございま

したので、その区域内での行為の届出につ

いて、届出があったということもございま

す。そういった中で、そこの土地をどう扱

うかということで、中でいろいろ議論があ

ったというふうに思っております。その上

でこういう手続の上、指定があったという

ふうに御理解頂けたらというふうに思いま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  何か土地の利用の申出があったらしいん

ですけども、いずれにしても繰り返します

けどここは町有地じゃありませんね。民有

地です。ということは地主さんいらっしゃ

います、所有者が。当然こういうふうにし

て指定しようと思いましたら、町としては、

実はこういうふうにして崩落事故もありま

すと、自然環境も守りたいと、ぜひ地主さ

んお願いしますと、指定をさせていただい

てよろしいでしょうかという立場ですよね。

これ違います。私の見解、間違ってます。

町としてはあくまでも地主に、指定するに

当たってお願いする立場だと思いますけど、

このあたりいかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  ここの土地について緑地環境保全地域に

指定するに当たりまして、土地の所有者で

すね、地権者の協力とか同意とか了解とい

ったそれなりのものを得ているのかという

ことでございます。ただ、我々それを得る

立場にあるかどうかということでございま

すが、この指定の手続については大阪府の

条例に基づいてやっております。府の条例

ではこの指定に際しまして事前に土地の所

有者の同意である、あるいは了解を得るよ

うな制度にはなっておりませんでして、土

地所有者の了解はそのときは得ていません。

ただ、府の条例上、事前に所有者に対して

告知するものではございませんでして、地

域環境保全地域に指定しようとするときは

知事のほうがあらかじめ規則で定めるとこ

ろによりその旨を公示し、その案を公示の

日から２週間公衆の縦覧に供しなければな

らないとされておりまして、当時は役場に

おいても縦覧に供されていたところでござ

います。また、知事による公示があったと

きには、その当該区域に係る住民及び利害

関係人はその縦覧期間満了の日までに縦覧

に供された案について知事に意見書を提出

することができるとされておりまして、府

の条例上、土地の所有者に対しまして同意

や了解を得るといった手続がございません

でして、指定についてもし異議があるとい

う場合であれば、その知事のほうにその旨

を意見書を持って提出するという流れにな

っております。当時はそういった意見書が

提出されておりませんでして、そのまま指

定の手続が進められたということでござい

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  私も条例は読ませていただきました。府
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のほうの条例です。私が聞いてるのは町と

してです。町としてやはりこの町に住んで

いる住民の人ですよね。そういう方の了解

を得なくていいのかと、むしろ得る立場じ

ゃありませんかと聞いてるんです。条例的

にああだのこうだのじゃなくて。最近もや

っぱり苦労されて光風台のところに通路を

しましたね。あれだって別に町がもっと強

引にやってもいいかと思います。ただ、や

っぱり地域の住民の声を大事にした。何度

も足を運んだ。そして時間もかけた。そう

いうことが今回なくて、条例的にこうなっ

てますと、別に承諾得る必要ありませんと

いうことで、このときはですよ、今、責め

てるわけじゃないですよ。このときは進ん

でいったんですねと。町としてそれが一つ

と。それと町としては本来住民に協力して

いただく立場ですよねという念押しです、

これ。お願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  町のほうが協力を求める立場であったか

どうかということでございますが、先ほど

繰り返しになりますが、当時は府の条例に

基づいて手続を進めておりました。土地の

所有者については条例上特にそういった手

続を踏む必要がないというのと、手続がな

いものですから、そういったことは行って

おりませんが、その土地の所有者なんなり

にどうですかという声をかけるということ

もそれはあるかも分かりませんが、この自

然を保全するという目的に照らしまして、

こういう形でやらせていただくということ

は、案について縦覧行っております。この

間に何かあればおっしゃっていただきたい

という流れになっておりますので、町のほ

うは当時そういう土地の所有者に対して何

らかの同意なり了解を求めるということは

必要ないという判断をされて、恐らくこう

いう手続になっていったというふうに思っ

ております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ではその土地の所有者に、実はこういう

ことで大阪府のほうに指定をお願いしてま

すということはいつおっしゃられました。

それ記録ありますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  私もこの今回の質問に際しましていろい

ろ過去の資料を見てるんですが、具体的に

いつ所有者に対してこういうことになりま

すということで話をしてたかという記録は

特にございませんでして、そこのところは

ちょっとこちらで現段階では把握できませ

ん。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ６月１６日付で大阪府のほうから、これ

を指定するに当たって何か異存ありません

かと来てますね。異存ありませんと。それ

は異存ありませんわね、町が企画して起案

して府に持ってって。地主の了解も得ない、

話もしてない。異存があるわけないですよ

ね。このときに地主に、土地の所有者に話

してますか。この確認をお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  町のほうからその土地の所有者に対して
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話を持っていったという記録のほうは、今

のところ見当たっておりません。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ６月１９日に、今度、先ほど部長触れま

したように、大阪府の環境審議会のほうに

当時の副町長が行かれてますね、中井副町

長が。そしてぜひここを指定していただき

たいと。さっきの三つの条件のほかに、二

次林だとか、こういう動物だとかおっしゃ

ってます。このときに副町長から一切地主

の話は出ませんね。また委員会からも質問

も出てません。となった場合、私は単純に、

もうこれは地主さんと了解が取れてんだな

と思ったんですけど、その確認的なものを

今の段階ではできないという理解でよろし

いですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  繰り返しになるかも分かりませんが、こ

れ条例上その土地の所有者に対して、何か

事前に、この指定するに当たって同意なり

了解を取るというものではございません。

我々その指定をしたとしても、一定の、持

っておられる方について全ての行為が禁止

されるものではありませんでして、通常の

農作業であったり林業であったり、あるい

はまた別に保全計画の中でできる行為とい

うのも定められておりますので、その範囲

で、日常生活を行っていただく上では特に

支障がない。あるいはまた何かの開発行為

をされるときにも知事に許可を取っていた

だければできるという仕組みになっており

ますので、あくまでそこの場所を自然環境

を保全するという目的で我々指定しており

ますので、制度上、土地の所有者に対して

事前に同意なり了解を取るというような、

そういう制度ではないのではないかという

ふうに理解しております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  そんなありがたい条例であるならばぜひ

豊能町全域にかけていただきたい。違いま

すか。それは通用しますよね、これ。条例

上、承諾もなく、しかもそれが通るならば。

地主が知らない間にやってても別に何の問

題もないというなら、ぜひ豊能町全域にか

けていただきたい。いかがです、町長。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  豊能町の場合でいきますと、近郊緑地保

全区域でありますとか、その上には市街化

調整区域等、この開発行為に関しては法律

の段階を追ってしっかりとできますので、

今回のようなものを全域にかけるというこ

とではなくて、それぞれのところで十分成

り立ってるというように私は存じておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  町長がおっしゃったのは、成り立ってる

なら何も今あるところに指定する必要ない

じゃないですか。違いますか。これ何で指

定したかよく理由が分からない。それが今

回最初に、質問の初めに言ったように、ほ

かのとこでもこういう申出があるかもしれ

ません。確認したいと言いましたでしょう、

私。今の答弁ではちっとも伝わってこない。 

  ではもう一ついきますけどね。さっき部

長は日常生活に差し支えないとおっしゃっ
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てましたけども、基本的にこういう指定す

るということは、建築物その他の工作物の

新築、改築、増築も。ほかに宅地の造成、

土地の開墾、土地の形状の変更、ほかに土

石の採取や鉱物を掘ったり採取したり。そ

れから木や竹を伐採する。これは全部府知

事の許可が要るわけですよ。自分の土地で

ありながら何でこんな面倒くさいことしな

くちゃいけないんです。日常生活に差し支

えないといって、これもそんなに関係ない

なら、ぜひこの豊能町全域にかけていただ

きたい。これ見方によったら人の財産を勝

手に制約かけてるような形に見えなくはな

いんですね。ただこれが通用するなら、今

言ったように豊能町全域にぜひお願いした

い。いかがですか。これでもやはり、日常

生活は大丈夫、何も、社会通念上ですよ、

私が言ってるのは。地主の承諾を得なくて

いいもんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  我々、繰り返しお答えさせていただいて

おりますが、指定した理由というのは、当

時の状況を鑑みて、大阪府のほうも、もう

一度指定した理由、大阪府のほうの理由と

して申し上げますと、地区周辺では違法な

残土処分が相次ぎ、生活環境、自然環境の

悪化にとどまらず住民生活に危険が及ぶ事

態となっており、本地区に残土処分行為が

拡大するなどの事態となると、府立自然公

園の自然環境にも大きな影響を及ぼす恐れ

があるという形で指定したということでご

ざいまして、当時の指定した判断がおかし

かったという認識は我々持っているわけで

はございません。先ほど日常生活というこ

とでございますが、ちょっと今、手元に大

阪府のこの条例がございませんので詳しく

申し上げることはできませんが、一定、許

可を得ずともできる行為というのが確かあ

ったかと思いますので、その辺は許可なく

届出とかでできる行為もあるかと思います

ので、その辺はちょっと確認いただけたら

というふうに思っております。 

  ほかのところでそういう地域があるのか

ということでございますが、今回指定した

理由と同じような理由がまたほかの場所で

こういう事象が発生するというようなこと

があれば、当然こういったことについて検

討していく必要があるのではないかという

ふうに考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  部長の言ってることはどうもわからない

んですね。当時やっぱりあっちで山崩れが

ありました。こっちに土砂の搬入がありま

した。だからこの土地も残土が入ってくる

のは問題があると。あるわけですね。だか

らといって所有者が知らない間に指定をか

けるという、それをよしとする町の姿勢が

わからないんです、私。それが本当に、今

の言った条例的に問題ないんだったら法的

にも問題ないかもしれない。それができる

ならば、今、問題が起こる前にかけたって

何も差し支えありませんでしょって視点で

す。現実、今、問題どうなってます。その

前に聞きます。これ地主知ってますか、か

かってること。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  今回この指定した当時の地主さんと今お

持ちの地主さんというのは違いまして、指

定する前の地主さん、指定した後の地主さ

んでございます。指定した後の地主さんに
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ついては網かかってることは当然承知して

らっしゃいます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  今、知ってるということですが、この地

主さん協力しましょうって言ってくださっ

てるんですよね。それでしたら私、別に何

も問題にしません。ただ、こういうふうな

ことができるならば、私、今後何か問題が

起きたときに、例えば新光風台４丁目のソ

ーラーパネルの問題なんか起きてますね。

ああいうときにこれ持ち出しますよ。こう

いう問題が起きてるから網かけてくれって。

そういうことを町はやってきたということ

ですから。そこのことをお願いします。 

  今は質問は、今の地主さんのほうはどう

ぞどうぞと、協力しますというお立場です

ね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  今の地主の方につきましては、どうぞど

うぞと、協力するしますようという立場を

とっていらっしゃるというわけではござい

ませんでして、逆の立場をとっていらっし

ゃるということでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  逆の立場ということは協力したくないと

いう立場ということですね。もうこれやっ

ぱりまずいから、きちっと今後話し合って

ください。ぜひそれをお願いします。 

  さっき言いましたように元のきっかけも

曖昧だし、これ。町は町で別に承諾を得な

くていいんだということをおっしゃってる。

たまたま１日でやってるということやら、

いろいろ問題もありますし、ただ、その問

題をほじくり返すということよりも、やは

り今現状、この先どうするかという立場で

きちっと話し合っていただきたいですし、

じゃなくて今のままでいいんだというなら

ば、私は何か問題が起こりそうな土地が来

たとき、またこれを持ち出しますから。こ

の条例を持ち出しますからよろしく。いか

がですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  今回の議員御質問頂いている件につきま

しては、これは今の議員さんからも町のほ

うに何回もこういうお話、指定の件につい

て問合せなりがございます。その間もいろ

いろな場面でいろいろな話をさせていただ

いております。ただ、今申し上げましたよ

うな町のスタンスというところもお伝えは

してるんですけども、なかなか御理解いた

だけないというところでございまして、引

き続きそういう御理解を求めていきたいと

は考えております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  それはスタンス分からないと思いますよ。

だって知らない間にこうなってたから。だ

からこそ条例云々じゃなくて、社会通念上

どうかというところで、きちっと行政の仕

事はやっていってほしい。よろしいですか。

部長だけじゃなくてよろしいですか。お願

いいたします。条例にないからとかそうい

った立場でやらないでください。社会通念

上、町がお願いするものはきちっとそうい

うふうな姿勢で臨んでいただきたい。何に

しても。これはこの質問で終わります。 
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  学校再配置についてお尋ねします。町長、

住民の申入れに対して、２月２６日付で東

西それぞれに小中一貫校を置くという方針

は町長就任当初から決まっていたもので、

従来の説明会で変更したものではありませ

んと回答されてますわね。これというのは、

東西それぞれに小中一貫校という方針が町

長の選挙公約だったからこういう文章にな

ってるんですか、と理解してよろしいです

か。当初から決まっていたということがち

ょっと私、分からないものですから。選挙

公約のことをおっしゃってるんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  秋元議員が御指摘の２月２６日というも

のですけれども、２月２６日の日付である

会議というのは、教育委員さんと教育長が

ミーティングをしたというのはあるんです

けれども、多分、秋元議員が仰られてるの

は１月の１９日または２４日の住民説明会、

そういうところで質問として決まってたの

かというのもあったと思うんですけれども。 

○議長（永谷幸弘君） 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時５７分 休憩） 

（午前１１時５７分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  大変失礼いたしました。私の独断かとい

うことですけれども、決して独断ではあり

ません。もちろん就任前のときに学校を東

地区に残していただきたいという嘆願書が

あったり、地域の方々の御意見があったの

をもちろん承知をしております。ただ、私

が就任をしたときから、教育委員さんとの

懇談会もし、そして私の考え方、仮説のと

ころでそれが実現可能かどうかということ

を教育委員さんのほうに、東地区で学校を

残すそのものの課題とそして対応策、対策

について、方策についてというものを御検

討いただき、それを１１月の２６日のとき

に上げていただいて、それからのステップ

踏んでおりますので、その当時の独断で今

の状態になってるかというと、庁内そして

皆さんと議論をさせていただいて進めてる

というところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  この文章は町長就任当初となってるから

ね。だから確認してるんですよ。要するに

当初、選挙公約を上げられた、就任された。

だから御自身の中で当初から２小２中決め

てましたよということでお答えされてるの

かなというふうに理解したんです。その前

に、今、住民と話したとかじゃなくて、こ

この当初から決まっていたというとこだけ

聞いてるんです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  就任当時、その以前から、今までの議論

を踏まえたときに、私は残すべきであると

いうその基本的な考え方はもちろん持って

おりました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ですからこれは町長の単独のお気持ちで

すよね。決まっていたってどっかの会議の

場で決まったとかそういうことじゃなくて、

町長個人の気持ちとして決めていたという
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文章の理解でよろしいですよね。あまりぐ

じゃぐじゃやり取りはしたくないんですけ

ど、そうですよね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私が当初から考えていたものをという形

でいくと、そのとおりになると思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  これ教育長に質問、提案かもしれません

けど、可能性として考えられるのかどうか

お尋ねします。いまだに１小１中、２小２

中、どちらにしてもなかなか難しいものは

あると思います。私はやはり、今、東西分

断されたままというのは非常にこの町にと

って不幸だと思ってますから、一緒にして

いただきたいという気持ちですけども、た

だ、やっぱりここにも残してほしいという

方もいらっしゃいます、学校を。そのとき

どんな方法があるかなと思ったときに、今

の東能勢中学校の、新しいですから、あそ

こをやはり豊能町の子どもたちの学びの場

として置いといて、授業カリキュラムとは

別ですよ。例えば校外学習のときとか、そ

こに東能勢中学校を使う、あるいは東中学

校の一部を、要するに宿舎的にして、クラ

ブの合宿ができるようにするとか、泊まれ

るとか。川上議員がさっき言ったように全

寮制の寮じゃないですけど、一時的にそう

いう形で学年別に使うとか。それと１日の

中で今日は向こうの学校、東へ行って勉強

しましょう、自然環境を学びましょうとか。

そういうふうな使い方というのは可能性と

して考えられますかという質問です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  考え方といたしましては、教育を進める

に当たってはいろいろな考え方があって当

然やというように思います。ただ、これま

でからも御答弁させていただいております

ように、その地域にあるいは子どもたちに

合った教育、そして豊能町ではどういう教

育を進めていくかということを前提といた

しまして、これまで検討してきたところで

ございます。今、教育委員会で考えてます

のは、東西に小中一貫校として学校を残し

ていくと、作っていくというような考えの

もとで進んでおります。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ということは東に学校施設残そうと思っ

た場合は、あくまでも小中一貫校のそうい

う形でしか残せないということですね。私

が提案してるのは、こういう形で残すこと

は考えられませんかという質問なんです。

そこのところの御答弁をお願いします。そ

れはもう国の制度上無理ですとか、そうい

うふうな答弁を求めてるんですけどいかが

でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  １小１中、２小２中、それぞれにメリッ

トそして課題があるというようには十分認

識をいたしております。その上で、先ほど

から申してますように、豊能町ではどうい

う教育を進めていくか。やはり子どもたち

の数が減り、学校が小規模化しているとい

うことは十分承知をいたしております。 

（発言する者あり） 
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○議長（永谷幸弘君） 

  暫時休憩します。 

（午後０時０４分 休憩） 

（午後０時０５分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今の秋元議員さんの御提案でございます

けれども、東能勢小学校あるいは東能勢中

学校を教育施設、学校としてではなく、そ

こでいろいろな教育活動を展開する教育施

設として残せるかということでございます

ね。それは再編とはまた切り離して考える

ということでございますか。 

（発言する者あり） 

○教育長（森田雅彦君） 

  国の制度としてできるかできないかとい

いますと、それはいろいろな方法がありま

すので、できますけれども、今のいろいろ

な状況を考えたときに、やはり教育委員会

としては東地区にこの学校を残すべきであ

るというようなところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  もうちょっと、直に教育長のところへ行

ってお話しさせていただきます、この件に

つきましては。学校施設として何かほかに

生かす道がありますかって一つの提案です

ので、これにつきましてはまた改めて足を

運ばせていただきますのでお願いいたしま

す。 

  ちょっと時間がないので防災に入らせて

いただきます。ちょっとほかにも質問を用

意してましたけど申し訳ない。防災に入ら

せていただきます。 

  ふたば園の話です。ふたば保育所につき

ましては現在も御存じのように廃棄物がい

っぱい入ってますし、雨漏りもして、黒カ

ビも生えて、その中に防災グッズが入って

ますと。早く移動させたらどうですかと昨

年の９月申し上げましたところ、移転先に

ついては学校再配置、公共施設再編の中で、

東西の備蓄倉庫の拠点づくりと併せて検討

していきたいというお返事を頂きました。

これ今もこの考えのままですか。それとも

その後何か検討して違う方向にいってるの

か。そのことだけまず確認させてください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  昨年９月の一般質問で同様の御質問頂き

まして、移転先につきましては昨年９月以

降具体的な検討は進んでいないという状況

でございますが、考え方そのものはその当

時と今現在も変わっておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  そのときもリストを持ち出しましたけれ

ども、平成２７年５月、防災リストとして

多分豊能町これが一番新しいと思います。

そのときにも１２０項目以上ありまして、

７１項目はふたば園にある。なおかつそこ

のうちの約５０項目はふたば園でしか保管

してないんです。ですからこれらをいまだ

に置いてるという認識でいいですね。一切

あそこのものは動いてない。新しいものは

入れないと聞いてますので、今もその当時

のままの項目のままのが置いてあるという

理解でよろしいですね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 
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  平成３０年６月に棚卸しを実施いたしま

して、品目や数量の確認を行いました。平

成３０年度には災害が非常に多くて、備蓄

品の多くを使用したり消費をいたしました

ので、状況は若干変わっているんじゃない

かなと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  分かりました。いまだにあることは間違

いないですからね。その６月に棚卸しした

後の８月の、９月議会なんですけども、消

防本部とか東出張所なんか、豊能町の手か

ら離れましたから、ここにあった防災グッ

ズはどこに行きましたかと言ったら、その

とき回答なかったんですね。何があったか

というと、ウインチやチェーンソーやガー

ゼなんかの衛生品なんですけども、消防署

にあったんです。その後にさらに水道事業

所も町の手から離れ、ときわ台の駐輪場も

離れ、ここにも置いてありました。これら

はどこへ、今、持ってってるんですか。ど

こへ保管してるんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  吉川プールにございましたのはマスクや

防護服なんですけれども、これらは保健福

祉センターに移設させていただきましたけ

ども、ちょっと使えない状況でございまし

たので廃棄をいたしました。それ以外のも

のにつきましては本町敷地内の旧消防東出

張所内に保管してございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  吉川プールの件は私自身も目にしてます

からよく分かります。処分したのも聞いて

ます。じゃなくて水道事業所とかときわ台

駐輪場とか消防本部ですとか、それと消防

署、東出張所なんか、これらは全部本庁の

ほうにあるということでよろしいですね。 

（発言する者あり） 

○９番（秋元美智子君） 

  分かりました。それで、また同じく３０

年８月議会で、要するに緊急避難所とかな

っている東能勢中学校とか光風台小学校、

永寿荘、豊寿荘なんかには一切の備蓄品が

ないんですね。これっていうのはいざとい

うとき避難したときに非常にやっぱり住民

も戸惑うし、町の職員も大変な忙しい思い

をするから、最低ここに置いたらどうです

かと言ったら、それはやりますとお返事頂

いてるんです。これ対応できてますか。要

するに各緊急避難所５、弾力的なとこ３か

所、福祉的なもの２か所、合計合わせて１

０か所ですけど、これらにはもう全て住民

向けの防災備品はちゃんと収まってますか

どうかお尋ねします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  現在の防災備蓄品の保管拠点といたしま

しては、商工会横の倉庫、旧双葉保育所、

役場本庁がございまして、それ以外の保管

場所としましては指定避難所、弾力運用避

難所などの避難施設にございます。食料品

や飲料水などは主に役場本庁やシートスに

保管をしてございまして、小中学校体育館

などの指定避難所の倉庫におきましては、

湿気などの衛生面の問題がございますので、

食料品や飲料水以外の必要物品を保管する

ようにしてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 
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  質問させていただきましたのは前回のと

きに３０年、２年前ですけども、全ての避

難所に備蓄品を置くことを徹底していきた

いとお答えになってるんです。部長が。で

すからそれはできていますかと。もしでき

ているならこの場合全ての避難所１０か所

に共通して置いてあるものは何ですかとい

うことも次の質問にしようと思ってました

ので、併せて御答弁をお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  先ほどは平成３０年の６月に棚卸しをし

たと申しましたけれども、あれから２年た

っておりますので、改めて再度棚卸し等の

確認作業が必要かなと思っております。具

体的にいつできるかということはなかなか

申し上げられませんけれども、整理をさせ

ていただきたいなと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  ということは、全ての避難所に備蓄品を

置くことを徹底していくということは、ま

だ徹底できてないというふうな認識で受け

取らせていただきます。よろしいですね。

これは別にどうこう、今後お願いしますと

いう立場ですからお願いいたします。 

  それで私、この防災保管場所って２タイ

プあると思うんですよ。一つはさっき言い

ましたようにそこのふたば園で出てきたよ

うに東西に置いて。つまり東西に置くもの

というのは職員が使ったりとか業者に使っ

てもらうものです。住民が使うものじゃあ

りません。というものは東西にそれぞれ置

く必要があるでしょう。じゃなくて、やっ

ぱりトイレットペーパーですとかタオルと

かオムツとかありますね。そういうものは

やっぱりこういう避難所に、私は備蓄品と

して保管しておくべきじゃないかなと考え

てるんです。最後の質問になりますが、こ

の全体の。全体のこの防災備品のその保管

先と備品の内容について一定したお考えが

あるのかどうか。私、今、自分の考えはこ

ういう考えを持ってますよと言わせていた

だきました。町としてお考えがあると思う

んですけど、これについてはいかがでしょ

う。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  備蓄品の保管の拠点につきましては、東

地区、西地区それぞれにあることが望まし

いと考えておりまして、それぞれ同じよう

な備蓄品を量的にバランスよく配備してい

く必要があるんじゃないかなと思っており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  それは前から町も言ってる。ただ、そこ

に置くものは職員が使ったりとか業者が使

ったり、さっき言った水中ポンプですとか

そういったものがふさわしいんじゃないで

すか。その中にトイレットペーパーやらタ

オルやらオムツやら一緒に放り込んでしま

ったら、もう大変ですよね。ですからこう

いったものは避難所というところに置いた

らどうですかと。こういうふうな町として

の一定したお考えがありますかという質問

なんです。東西に考えますというのはもう

頂いてます。各避難所に徹底して備蓄品を

置きますということも答弁頂いてます。た

だ、その具体的に動いてないからお尋ねし

てるんです。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  災害はどのような形で起こってくるか分

かりませんので、あらゆることを想定して、

議員から御提案ありましたようなことも踏

まえて、備蓄品の配置については考えてい

きたいと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  まずはともあれ今の備蓄品のリストです

ね。かつてありましたけど、２７年５月か

な。ああいったものを一日も早く出してく

ださい。そしてお聞きしようと思ったけど、

新しい備品も確か買ったはずです。そうい

うものを含めましてやっぱり早急に議員に

配っていただきたい。これをお願いします。 

  最後になりますけれども、質問４です。

昨年１２月議会で平成２７年１２月の第１

週の町長、副町長の週間予定表が、その前

年の平成２６年１２月の第１週と差し替え

られていたことを取り上げさせていただき

ました。差し替えたんじゃなくて上書き保

存を忘れましたと答弁されてましたけども、

いずれにしても週間予定表と併せて、これ

からは町長、副町長の行動記録を残す必要

があるんじゃないですかと申し上げました。

この件についてその後考えていただけまし

たでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  町長と副町長の予定につきましては、現

在紙媒体で適切に管理をしているところで

ございますけれども、突発的に来訪された

方の記録につきましては追記することがで

きておりませんでした。ですが現在は担当

課に指示をいたしまして、突然の来訪者に

つきましても予定表に記録として残すよう

にしております。したがって議員御提案の

行動記録につきましては現在では予定表が

その役割を果たしていると考えております

ので、予定表とは別に行動記録を作成する

予定はございません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  前回取り上げましたら予定表と実際の行

動が違ってたからこの問題を取り上げたん

ですよ。そのことをどう考えになってます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  記録として残るものでございますので、

可能な範囲内でできるだけ整備していく必

要性はあると思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  この場合、紙媒体じゃなくて全部、私も

コンピューターで保存していただきたい。

なぜこれを言うかというと、平成２７年１

２月というのは何があったかというと、ダ

イオキシンの問題ですね。御存じのように。

３月末までに処理するはずだったものがで

きないといって、この１２月に相手先の企

業は断ってきたんです。断ってきたその動

きが、実は前年の予定表と入れ替わってた

という、私は入れ替わってたと言っちゃい

ますけど、行政のほうは違います、上書き

保存を忘れましたとおっしゃってます。た

だ、時期が時期、行動内容が行動内容だけ

に、上書き保存を忘れたんじゃなくて、あ

えてしなかったんじゃないですかと、こう

いう質問もできるわけです。これというの
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は行政にとっても非常につらいですよね。

信頼されてないわけですから。だからそう

いった意味も含めて、やはりこれは紙媒体

じゃなくてコンピューターの中に保存して

いただきたいと思いますが、何か難しいも

のがありますか、これに関して、できない

理由。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  先ほど紙媒体と申しましたけれども、そ

の元はエクセルで作成しておりますので、

いわゆるコンピューター上で管理されてる

ということになると思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  じゃあ確認させていただきます。この間

このことで予定表を見させていただきまし

た。要するに職員のところへ行って。パソ

コンからこうなってますと。これが変える

とこうなりますと。ああいう形で１日の行

動表がもうパソコンの中に入っているとい

う認識でよろしいですか。それもいろいろ、

いろいろな行動の変化もありますが、それ

もちゃんときちっと後日なり翌日なり対応

したものが、今、入っている。つまりそれ

は私は行動日程表かなというふうに理解す

るんですけど、違うんですかね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  議員が御紹介いただいた行動記録につき

ましては、先ほど申しましたように予定表

を最新の状態に上書きするようにすること

としておりますので、それが同じものでは

ないかなと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  確認します。では、予定表を作られて１

日終わりました。その前に完成か分かりま

せん。その上に、実際この日は予定はこう

だったけども実際はこうでしたという記録

は残っていくというふうに理解していいで

すか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  お見込みのとおりでいいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  秋元美智子議員。 

○９番（秋元美智子君） 

  前回聞いたときちょっとそれは無理です、

考えますとあったんですけど、いつからそ

のように対応されてますか。対応されるよ

うになりました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  私個人が具体的にいつ頃かということは

承知しておりませんけれども、１２月議会

で秋元議員から一般質問がございましたの

で、その御指摘を踏まえて対応しましたの

で、令和元年の末ぐらいではないかと思っ

ております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、秋元美智子議員の一般質問を終

わります。 

  この際、暫時休憩いたします。再開は１

３時１０分といたします。 

（午後０時２１分 休憩） 

（午後１時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 
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  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  議長から指名を頂きました、中川でござ

います。 

  さて、この６月会議の一般質問におきま

しては、主に新型コロナ関連や種苗法など

についての質問を取り上げております。ど

うか簡潔な御答弁をよろしくお願いしたい

と思います。 

  では、まず初めに通告書ナンバー１のコ

ロナ関連の支援策についてに関する質問で

ございます。 

  全世界を襲った新型コロナウイルス、日

本では４月から東京、神奈川、埼玉、千葉、

大阪、兵庫、福岡の７都府県において緊急

事態宣言が発令されました。この緊急事態

宣言により、不要不急の外出を控える、人

との接触を避けるなど、仕事や生活面にお

いて多くの制限がかかることになり、収入

が減少する方など、国民の負担が大きくな

っていったわけでございます。これに対し、

政府が特別定額給付金など数多くの支援策

を打ち出しております。 

  まず初めの質問でございますが、このた

びの種々の支援策について、役場への問合

せとかはどのような状況だったでしょうか。

お伺いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  特別定額給付金の関係につきましては、

５月の上旬頃では、申請書がいつ送付され

るのかとか、給付金はいつ振り込まれるの

かとか、なぜもっと早くできないのかとい

ったことがほぼ全てでございましたが、現

在は申請書が発送されておりますので、も

っぱら申請書の書き方に関するお問合せを

多く頂いているという状況でございます。

それ以外としては、町独自の支援策はない

のかとか、国のマスクはいつ届くのかとい

ったことでございます。また、事業者から

は、国や大阪府の政策を問わず、給付金や

貸付金制度の有無、その内容の問合せ、申

請方法のほか、中小企業信用保険法による

セーフティネット補償の貸付制度を利用す

るための認定申請がございました。一方で、

子育て世帯臨時給付金など福祉に関係する

お問合せはほとんどないという状況でござ

いました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、福祉の関係については質問はなかっ

たと、相談がなかったということですけど、

その他もろもろ、事業者、事業をやってい

る方とかもろもろから質問があったという

ことですけども、それらの質問に対して何

らかの形でお答えをしていただいているの

かなと思いますけども、それでしっかりと

その相談いうか、来られた方、また電話な

りで質問された方は取りあえず納得された

という状況でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  豊能町で行っている施策に関しましては

その都度丁寧に対応してきたと思いますけ

れども、ほかの機関で実施している施策に

ついてはそれぞれの関係先を紹介するとい

うことに努めてまいりました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、特別定額給付金の件につきまして今
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質問もあったということなんですけども、

今回、この特別定額給付金についてはオン

ラインで申請するタイプがございまして、

皆さん御存じだと思いますけども、マイナ

ンバーカードを使って申請するという。こ

のマイナンバーカードを、今回この定額給

付金がオンライン申請できるということで、

このマイナンバーカードを新たに作るとい

う方が結構何か増えたというニュースも全

国的に私も耳にしておりましたんですけど

も、豊能町でも同様の現象、マイナンバー

カードを作ろうかないう方が結構多かった

のでしょうか。そのあたりお伺いできます

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  中川議員のマイナンバーカードの交付申

請の件でございますけれども、４月２０日

に特別定額給付金事業が閣議決定され、以

降一気に申込みが、申請が増えております。

もとより交付率で申しますと府内でも３番

目の高さでありましたが、この間、緊急事

態、４月以降ですね。５月１７日の時点で

の数字はとなりますけれども、２３４件の

申請があり、昨年度時期に比べますと４倍

以上の申請があったということになります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ということは、今回のこの定額給付金と

いうのは、結構申請者を増やすというきっ

かけになったという、そういうふうな制度

のようにも私も思えたわけでございますが、

このマイナンバーカードというものにつき

ましては、以前からもございましたけども、

個人情報が守れるのかとか、結構ネガティ

ブな意見がありましたけども、このマイナ

ンバーカードを使って、実はマイナポイン

ト予約という、そういうものをやっておく

と5,０００円分のポイントが付与される、

そのようなマイナポイント事業というのが

あるんですけども、実はそれはこの秋から

始まるようなことになっておりますけども、

これは間違いないでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  マイナポイントということでございます

けれども、マイナポイント制度、既に総務

省のホームページや私どものほうにマイナ

ンバーカードを取得された方、そして以前

からマイナンバーカードをお持ちで更新さ

れた方、更新を迎えられた方には郵送や、

それからチラシで配布してお知らせしてい

るところでございます。マイナポイントを

活用するにはマイキーＩＤというものが必

要になりまして、もう既に予約が始まって

おりまして、７月から決済事業者とのひも

つけをすることで９月から実施されるとい

うようなところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  実は私もこのマイナポイントはっきりと

は知らなかったんですけどね。最近私も知

ったという事情がありまして、私が知りま

して、ほかの人は知ってるのかなどうなの

かなみたいなのを自分なりにちょっと確か

めてみたんですけども、マイナンバーカー

ドを既に持っておられる方に聞いてみたけ

れども、いや私、知らないという回答があ

りました。マイナンバーカードを持ってい

ない方に聞いても知りませんと、カードを

持ってないから当然かなと思いますけども、

そんなふうな状況であった。２人ですけど
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ね、確認してそのような結果だったという

ことから想像できることは、結構多くの方

が、もしかして、これがそのマイナポイン

トの制度でございますけども、こういった

ことを知らない方が結構いらっしゃるんじ

ゃないかなと思ったんですけども、そうい

った意味ではどうなんですかね。これは国

の制度でありますけども、町として住民さ

んにお伝えするとかいうようなことはして

いくとか、そんなあるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  お答えします。 

  議員おっしゃるとおりに、今、先ほど申

しましたマイキーＩＤという発行数なんで

すけれども、ちょっと古いんですが２月２

５日の数字しかちょっと把握できなかった

んですが、今現在、１４万人という数字が

上がっております。国ではこれ最大4,００

０万人を募集しようというようなことで取

り組んでおるところでございます。町の広

報としましては先ほど申し上げたとおりな

んですけれども、この数字を増やしていく

ためには当然マイナンバーカードの申請が

必要となってまいります。申請自体はオン

ラインでできるんですけれども、交付には

どうしても役所のほうへ来ていただかなけ

ればならないという制度になっております

ので、今、特別給付金もできるだけ郵送で

というようなことでお願いしていることも

踏まえまして、コロナ禍の状況を見ながら

広報について努めてまいりたいというふう

に考えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  確かにこのマイナンバーカードを新規に

取るとなると、本人確認という意味で、御

本人さんが出向かなあかんということにな

っておりますので、そういった意味で今の

時期はあまり大ぴろげにしにくいという部

分があるかもしれないですけれども、状況

を見た上でしっかりとお伝えできる部分は

お伝えしてあげていただきたいなと思いま

すので、引き続きどうかよろしくお願いし

たいと思います。 

  次にですけども、この特別定額給付金に

ついての他の市町村との比較になるんです

けども、豊能町より早く受付を開始した自

治体もございました。大阪府内でいきます

とお隣、箕面とか、あと一番南の端の千早

赤阪村とかがございましたけども、これら

の地域が早く受付などを開始できた要因、

そういったものはどんなことが考えられる

のかなと、ちょっとお伺いしたいんですけ

ど、よろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  二つの要因が考えられますけれども、一

つ目は住民情報化システムに新たなシステ

ム構築を行わず住民リストをエクセル変換

して申請書を作成する方法です。いわゆる

手作業です。もう一つは住民情報化システ

ムを改修して新たなシステムを構築するん

ですけれども、そのシステム構築業者が自

治体にもサーバーを置いて遠隔操作できる

方法を取って、なおかつ業者が迅速に対応

したということが考えられます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今二つの要因が考えられるのかなという

ふうなことをおっしゃっておりましたが、

システムを改修せずにやったんではないか
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というのと、もう一つはシステム改修が、

サーバーが手元にあるということで、そこ

に遠隔操作で業者が対応するというふうな

ことなのかなというふうなことでございま

すけども、それに対して豊能町的にいくと

どんなふうなやり方をしているのかという

部分もお伺いしたいんですけども、いかが

でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  先ほど申し上げました一つ目の方法であ

るエクセル変換の方法では、送付漏れであ

るとか二重送付の恐れがあり、正確性の問

題がありました。また、相当数の職員を相

当数の日数専属で配置する必要性がござい

ました。従って豊能町はこの方法は取らず

にシステム改修の方法を取ったということ

でございます。豊能町では業者には５月中

旬には申請書を送付したいので、このシス

テム構築を急ぐよう強く依頼をしたところ

ではございますけれども、業者も業務をさ

らに外注していたり、その下請業者がテレ

ワークをしていたりということもございま

して、また大型連休も重なったこともあり

まして５月２２日にシステムが完成しまし

て、５月の２５日に申請書を発送したとい

う状況でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ということは、結局、豊能町では人海戦

術というよりも、しっかりとシステムの改

修をして手順を踏んで作業を進めていった

と。ただ、その手順を進めていくに関して

も、どうしてもシステム改修、すなわちプ

ログラム変更ですよね。そういった部分が、

今回、日本全国一斉にこのシステム変更が

必要になる、自治体全て対象になるので、

そういった意味でそれに対応する業者その

ものもみんな一斉に依頼が来るから、ちょ

っとさばくのに大変だったという部分もあ

ったりもするということで、時間が結構か

かっているというふうな部分もあったんじ

ゃないかというふうに私は受け取ったんで

すけども、今はちょっと郵送の部分のお話

を、今、していただいておりましたんです

けども、実は郵送の部分とまた別にオンラ

イン申請、先ほど取り上げましたオンライ

ン申請の部分の話にまた戻ったりもするん

ですけども、実は先ほど、いつになんねん

みたいなそういうお問合せがあったという

ようなことなんですけども、実は私のとこ

ろにも、ほかの市町村はもう申請が、オン

ライン申請が始まってるんやけども、豊能

町はまだですかみたいな、そのような質問

が来たこともございました。もうちょっと

待ってあげてくださいいうような形で御返

答はさせていただいたように記憶はしてお

りますけども、実際、豊能町本当に遅かっ

たんかなどうなのかなと、オンラインの部

分に関してね。私なりにいろいろとちょっ

と調査をしてみたんです。実はこれがそう

なんですけども。オンライン申請、豊能町

は５月１１日からオンラインできるという。

それから支給開始はいつからやいうたら５

月１８日からやという、そういうふうなホ

ームページ上に載ってる話ですけどね。そ

ういうふうな感じで、だから申請日から支

給開始までの間を、私、ピンク色でハッチ

ングしております。同じように豊能町と同

じような近隣の都市、正直名前言いにくい

んでＭ市とＴ市という二つの地域をホーム

ページ、インターネットで調べて、オンラ

イン申請はいつから始まって支給開始はい

つからやねんというのを調べました。その

結果、黄色いハッチングのとおりでござい
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ます。Ｍ市に関してもＴ市に関しても３週

間ぐらい、申請から支給開始まで二、三週

間はかかっている。ところが豊能町は何と

１週間で、申請始まって１週間で支給が始

まるというというようなことで、そういっ

た意味ではほかの地域と比べて豊能町はる

かに早いなと、私はそのように感じたんで

すけども、このあたりどう考えられますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  ほかの団体と人口規模とか使ってるシス

テムが違いますので、同列に比較すること

は難しいかも分かりませんが、豊能町にお

きましては職員が夜遅くまで残って随分と

頑張った、その結果だと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  日本昔ばなし、うさぎと亀の話、私も小

さい頃教えてもらったことがございまして、

ウサギぱっと走りますよね。亀さんはゆっ

くりゆっくり一歩一歩着実に進むいうか、

遅いですけどもね。そういうふうな話のス

タートで、結局ゴールしたのはどっちやい

うたら亀が早かったというそういう歴史の

話が、昔ばなしありますけども、まさに今

回のこの定額給付金のオンラインの支給、

これについてはそういった意味で、この現

代版のウサギと亀やなと、そんなふうに思

いました。こういったことはなかなかマス

コミでは多分取り上げてくれへんと思う。

だからそういった意味で私はあえて、豊能

町はこんだけ短い期間でできたんだよいう

ことをあえてこの場をお借りして私は皆さ

んに知っていただきたいなと、こういう思

いでこの質問を上げさせていただいた次第

でございます。 

  ではちょっと別な項目に移りますけども、

この定額給付金に関しましては、実は北海

道の東川町というところがございますが、

ここはまた何と金融機関、銀行などから住

民さんに融資、住民さんがお金を借りて、

その後、役所がその特別給付金を使ってそ

の住民さんがお借りした金融機関、銀行に

返済するという、そのようなやり方を行っ

ておった地域がこの東川町なんですけども、

このような東川町での取組、こういったも

のはどんなふうに感じられましたでしょう

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  議員から御質問頂いて、私もこの東川町

の仕組みをインターネット等で調べさせて

いただきました。東川町の施策は、特別定

額給付金を必要とする人に少しでも早く支

給することを目的としてとった施策だと思

います。人口規模や金融機関の状況等は豊

能町と東川町では異なりますので、東川町

と同じことが豊能町でできたのかと言われ

たら難しいんじゃないかと思いますけれど

も、住民に少しでも早く給付を行うための

発想力としては本町も見習うべきところが

あるんじゃないかなと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  この東川町の例は、あえて豊能町でもこ

れやったらどないですかと言いたいがため

に言うたんじゃなくて、今の副町長の答弁

のとおりでございまして、やはり東川町の

この事例というのは私もほんまにびっくり

しまして、本当に昔の孫子の兵法で言えば

本当に奇策や。いわゆる奇襲戦法みたいな

ものやね。皆さんがあっと驚く、そういう
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やり方やなと、私はそのように感じたんで

すけども、これはやっぱり東川町の職員さ

んの知恵の結晶が実を結んだという、その

ようなことやと思いますんで、先ほど副町

長の答弁でもございましたが、しっかりと

こういう大変なときこそ職員の皆さんで知

恵を出し合って、対処をこれからもしてい

っていただければなと、このように思いま

すので、どうか引き続きよろしくお願いを

いたします。 

  別な項目に移らせていただきます。この

新型コロナウイルスは、いろいろな部分で

各種の変革をもたらしているようにも思わ

れます。実は新型コロナウイルスが発生す

る以前から、過疎地での遠隔医療制度を導

入する流れがございましたが、このたびの

新型コロナの影響で遠隔医療が進むような

ことになりそうでもあります。そこで質問

でございます。豊能町を取り巻く診療機関

における遠隔医療の状況はいかがなもんで

しょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  遠隔医療なんですけれども、議員おっし

ゃいましたように、平成９年に国のほうが

そういう、やってもいいよということの通

知を、特に離島、僻地の場合についてはや

ってもいいよということで認めているとい

うような流れになってございまして、この

新型コロナウイルスの感染症といいますか、

これが拡大していく中で、外出の自粛だと

かそれから院内感染、これらを踏まえて国

のほうが特例として、３か月間をスパンと

する遠隔の診察については可としますとい

うようなことの流れでございます。 

  本町の状況ですけれども、この間、４医

療機関が電話による遠隔の対応を実施した

という実績がございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  私も議員になる前からやと思いますけど、

この遠隔医療、確かに過疎地という対応に

なるかもしれませんけれども、そういうの

が進みつつあるのは私も知っておりまして、

私の知っている範囲では、最低限、初診、

一番初めにかかるときはしっかりと先生に

診ていただいて、それ以降の通院というか、

お薬もらうだけとかいうふうなレベルであ

ればもうそういう遠隔診療で対応してもら

って薬を頂くというか、そういうふうな流

れがあったように私も記憶しておりまして、

確かに今はコロナ対応でというふうなこと

で期間限定のようなお話もございましたで

すけども、実は役場の向こう隣には国保の

診療所もございます。あそこにつきまして

は毎日のようにドクターがいらっしゃれば

非常にありがたいですけども、まだまだそ

こにはまだ至っていないというか、確か日

数かコマ数が増えたというのは現実ではご

ざいますけども、やはり毎日のように診療

していただけるに越したことはないなと、

このように思ったりもする次第でございま

して、そういった意味で、これはコロナ限

定とは言えないかも分からないけども、こ

の国保の診療所と大きな病院との間で、例

えば遠隔診療とか、もしもできるようであ

れば、今、先生がいてない時間帯、そのタ

イミング、そういうときに遠隔診療をする

ことができれば、いわゆる診療日数が増え

るというか、そういうふうなことにもなる

んじゃないかなと、難しいかも分からんけ

どね。私なりにそういうふうに思ったわけ

でございますけども、今後検討できるもん

やったらやってみてはどうかなと思うんで

すけども、いかがなもんでしょうか。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  今、国保診療所の件で御質問を頂きまし

た。一義的にはやはり平日、月曜日から金

曜日までドクターが常にいてるという状況

を作っていきたいというのが町のスタンス

でございますが、それがなかなかかなわな

いということでしたら、今、議員の御提案、

それも検討の余地はあるのかなと考えてご

ざいます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  一番いいのはやっぱりドクターを毎日来

ていただけるいうのが一番望ましいと思う

ので、それはしっかりと目指していただき

ながら、もしそれが厳しいんであれば私の

申し上げたこのオンラインの診療方針、こ

ういったものもしっかりとまた検討をして

いただければと思います。 

  では次の項目に移らせていただきます。 

  次に通告書ナンバー２の教育についての

項目に移らせていただきます。新型コロナ

ウイルスの影響で、町内の中学校や小学校

が休業、休校となってきました。この休業

が長きにわたったわけでございますが、児

童生徒の状況はどのようなもんでございま

しょうか。今日の午前中の質問にもよく似

たものがございましたけども、いま一度確

認のために質問させていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  子どもたちの状況はということですけど

も、４月７日に緊急事態宣言が発令されて

から５月１０日まで、週１回程度各家庭へ

のポスティングで課題を配付して、子ども

や保護者と面会できる場合は健康状態など

の確認を行い、面会が無理な場合は電話に

より確認を行っておりました。５月１１日

以降は分散登校を実施し、徐々に登校回数

を増やしていますが、分散登校開始の最初

の頃は喜んで登校してくる児童がほとんど

でしたが、中には下を向いたまま挨拶がで

きないとかいう児童もいました。児童生徒

に休業中の様子や感想を尋ねますと、最初

は休みでよかったがだんだん学校に行きた

くなってきた、友達と会いたかった、ゲー

ムをしていたが本を読むようになってきた、

などの声がありました。なお、昨日の学校

再開に当たり６小中学校の出欠の状況なん

ですけども、元々の不登校の生徒や病気通

院の児童を除くと欠席はございませんでし

た。また、不登校であった児童が昨日出て

きてるということも情報で入っております。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  いずれにいたしましても、昨日から毎日

のように登校が私の地元の地域でも始まっ

ておるというのを私も知っておりまして、

しっかりとこれから、この長きにわたった

休業の間を埋める意味におきましても、し

っかりと心のケアも含めて対応をしていた

だければと、このように思っております。 

  実は３月の一般質問でＧＩＧＡスクール

構想の推進について取り上げさせていただ

いて、その後の豊能町の補正予算でＧＩＧ

Ａスクールの予算が可決し、学校の各教室

への高速無線ＬＡＮシステムの設置と全て

の児童生徒へのタブレット端末配付が実施

することとなりましたけども、その後の進

展はどのような状況でしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  ３月議会におきまして、ＧＩＧＡスクー

ル構想として学校の校内通信ネットワーク

整備事業と児童生徒１人１台の端末環境整

備の予算をお認めいただきました。ありが

とうございました。その後、これらの整備

につきまして業者・学校とも協議を行って

おります。その協議に国が新たに進めてい

るオンライン学習環境の整備も加えて、現

在、協議しているところでございます。ま

だ契約等には至っておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  しっかりと進めていただきたいなと、こ

のように思います。 

  今回のこの新型コロナウイルスの対応と

か、また教訓、これを教訓として、今、部

長がおっしゃってましたけどもオンライン

家庭学習を取り入れている学校もございま

すけども、豊能町としてはこのオンライン

家庭学習、これはどのように思われますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  オンライン学習についてですが、新型コ

ロナウイルス感染症の第２波、第３波が来

ることも想定されております。学校が再度

休業になることも考えられますので、小中

学校の家庭には５月中旬にオンライン環境

が整っているか、お家で、調査を行いまし

た。その結果は、６％から７％の家庭で整

っていないことが分かっております。約６

０家庭ぐらいです。新型コロナウイルス感

染症拡大防止対策による臨時休校措置によ

り、自宅でのオンライン学習に向けた家庭

でのＷｉ－Ｆｉ環境の整備を進める国の方

針が示されておりますので、現在それらを

踏まえて、先進的にオンライン事業を行っ

ている自治体や学校の状況も調べ聞きなが

ら、学校や自宅での学習環境をどのように

整え、どのようなものが必要なのかを検討

しておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  今、部長のほうからも一部ちょっと話が

ありましたけども、やっぱり課題というか

このオンライン家庭学習を導入するために

乗り越えなければならない課題、その一つ

かなと思いますけども、ほかにもどのよう

な課題が考えられるんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  お答えします。 

  課題につきましてはハード面、ソフト面

それぞれあると考えております。ハード面

では、例えばパソコンの貸与については学

校で使用するタブレットを家庭に持って帰

るのか、パソコンのない家庭には新たにパ

ソコンを配付するのかという問題もありま

す。また、家庭にＷｉ－Ｆｉ環境やパソコ

ンがない家庭は、就学援助を行っていると

いうふうな家庭とは限りませんので、家庭

のＷｉ－Ｆｉを町が設置した場合のその後

の通信費などは町が負担するのか、保護者

が負担するのかというふうな問題があるか

と思います。ソフト面では、オンライン家

庭学習を行う際の活用方法や学習内容を統

一する必要があります。また、教材の研究

や作成を教職員が行うのか、教育教材を専

門に扱う業者等の教材を活用するのか、そ

れらの教材が家庭での学習に即しているの
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かというふうな検証をして進めていく必要

があると考えておるところでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  ということは、オンライン家庭学習いう

てもなかなかハードルが幾つもあるんだな

というのを今のお話で実感できたような感

じがいたします。その課題の中の一つが、

先ほど話がございましたけども、各御家庭

の状況ですね。そういった意味の改善とい

うのがあろうかと思いますが、先ほど若干

ちょっと部長、触れておられましたけども、

この家庭におけるＷｉ－Ｆｉ環境の整備の

課題につきましては、各御家庭のＷｉ－Ｆ

ｉ環境を整えるために、このＷｉ－Ｆｉ設

備を貸与する、貸し出すとか、そういった

制度を国が令和２年度の補正予算に盛り込

んでおります。この制度をしっかりと活用

して、各家庭のＷｉ－Ｆｉ環境の部分の整

備についてはこれを活用して、今後のオン

ライン家庭学習の実施につなげていったら

どうかなと思いますけども、いかがでしょ

うか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  国の制度ですけども、国は自宅でのオン

ライン学習の環境整備を進めるため、学習

環境のための通信機器整備支援１４７億円

を補正予算で計上しています。これはＷｉ

－Ｆｉ環境が整っていない家庭に対する貸

与等を目的として自治体が行うモバイルル

ータの整備について、１台上限を１万円と

して環境整備を促進するものでございます。

豊能町としましてもこれらの補助制度を活

用して取り組んでいきたいというふうに考

えておるところでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  しっかりと、このような制度も活用しな

がら、今後のことを考えて進めていただき

たいと、このように思いますのでよろしく

お願いをいたします。 

  では、次の項目に移らせていただきます。 

  続きまして通告書ナンバー３の種苗法に

ついての項目に移らせていただきます。 

  新型コロナウイルスの影響で外出の自粛

を行っていたため、自宅に籠ることが多く

なり、テレビのニュースやインターネット

でいろいろな情報を入手することがふだん

以上に多くなったわけでございます。この

インターネットの情報収集で、一つの項目

に、投稿に目が留まりました。それは幕末

の桜田門外の変で有名な井伊直弼の先祖に

当たる井伊直虎を大河ドラマで演じた女優

さんが発信する種苗法改正についての投稿

でございました。これがきっかけとなり、

種苗法という法律について調べてみること

にいたしました。種苗法の字は種と苗とい

う字を書いて種苗といいますけど、種苗法

の前身は昭和２２年、１９４７年にできた

農産種苗法とのことです。戦後の逼迫した

食糧事情の中、農業生産の安定性や生産性

向上を図るために品種改良を奨励すること

を目的とした法律のようでございました。

その後、植物の新品種の保護に関する国際

条約、ＵＰＯＶ条約といいますけども、こ

の条約により設立された植物新品種保護国

際同盟に加入するため、昭和５３年に前身

の農産物種苗法から今の種苗法に変わった

となっておりました。この種苗法では、植

物の新品種を開発した人が品種登録した場

合、その権利、特許権のようなものですけ

ども、約２０年間保護することが主たる目
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的となっております。そして近年、日本の

イチゴやブドウが勝手に海外で栽培されて、

中には逆輸入されるという問題が発生をい

たしました。そこで、今回の国会では先送

りになってしまいましたけども、海外流出

の防止や自家増殖、採取された種や芋で増

やすことですね。この自家増殖の規制を目

的とした法律の改正が今後進みつつござい

ます。そこで種苗法の根本的な部分につい

ての質問でございますが、苗や種には登録

品種と未登録品種がございますが、未登録

品種、すなわち登録期限が切れている、す

なわち特許が切れている、そういうものは

自家増殖しても構わないと考えていいので

しょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  お答えさせていただきます。 

  種苗法につきましては、新品種の保護の

ための品種登録制度と、指定種苗の表示に

関する規制等について規定し、品種育成の

振興と種苗流通の適正化を図ることを目的

としております。品種登録制度につきまし

ては、食物の新品種の育成者に対して知的

財産権の一つであります育成者権というも

のを付与し、その権利を保護するものでご

ざいます。登録品種以外の品種につきまし

ては育成者権の効力が及ぶ対象ではござい

ませんので、議員の御指摘のとおり自家増

殖に問題はないということになります。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  その関連になりますけども、農作物の栽

培では、野菜や果物を作って販売される場

合と、栽培したものを販売せずに自分で食

べる、家庭菜園といいますか、その２種類

がございますが、この販売目的ではない家

庭菜園の場合は、登録品種であっても自家

増殖は許されると考えていいんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  種苗法におきましては育成者権を有する

者は登録品種を業として利用する権利を専

有するとされていますので、収穫物の譲渡

や販売を目的としない家庭菜園などの個人

栽培は規制の対象となっておりません。従

いまして販売を目的としない家庭菜園の場

合につきましては、登録品種の自家増殖は

許されるということになります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  いずれにしましてもこの種苗法というの

は非常にややこしいと私も感じました。農

家の皆さんやまた家庭菜園の皆さんが混乱

しないように、どのような場合に禁止であ

り、どのような場合には禁止ではないとい

うことを整理して、しっかりと一覧表みた

いなのにまとめたほうがいいのかなと思っ

たりもいたしますんですけども、こういっ

たものを作ってはどうでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  種苗法における取扱いに関しましては、

先ほど議員御指摘いただいておりますよう

に、野菜や果物の種類ごとに登録されてい

る品種と登録されていない品種があるなど、

確かに分かりにくい部分もございます。さ

らに今度改正が行われるということになり

ますと、取扱いがより複雑なものとなりま
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して、農家の方などに混乱を招く恐れもあ

ると考えられますことから、今後は改正に

合わせまして整理をさせていただいて、議

員のおっしゃるように一覧表か何かにまと

めて周知をさせていただきたいというふう

に考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  初めにも述べさせていただきましたけど

も、この種苗法の改正につきましては国会

で見送りとなり、今後どのような改正にな

るのかいまだに分かりません。したがって

種苗法の改正の影響につきましては、今後

の法律の改正の展開に応じてまた別途質問

してみたいと思いますので、よろしくお願

いをいたします。 

  では次の項目に移ります。 

  通告書ナンバー４の志野の里の営業につ

いての質問に移ります。 

  豊能町には直売所、志野の里がございま

す。志野の里では新鮮な野菜など豊能町で

取れた野菜や果物を始め、豊能で作られた

納豆や、季節によっては右近の酒粕や地元

作家の工芸品などが販売されております。

志野の里のスタッフは野菜などを生産され

ている方で構成されており、スタッフの皆

さんに野菜や野菜料理などのアドバイスを

頂けるため、この志野の里に来るのが楽し

く、毎週志野の里へ野菜を購入しに来てい

る、私はファンの一人でございます。ある

意味この志野の里は立派なコミュニティの

場と言えるかと思います。しかし、このた

びの新型コロナウイルスに関しては、豊能

町直売所である志野の里にも影響が及んで

おります。感染症を防止する目的でお客さ

んとスタッフの健康と安全を考慮し、５月

４日から休業となったためでございます。

志野の里が休業になったことで私は思いま

した。休業ということは、野菜の販路を断

たれることになり、農家の皆さんが困って

いるのではないだろうかということでござ

います。そこでこの質問でございますが、

志野の里が休業したことで大きな影響はな

かったのでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  志野の里の休業ということでございます

けども、５月の５日の日から１７日まで休

業させていただきました。休業期間中の休

業日数は、土日で４日、平日で４日の計８

日間でということでございます。一つ、売

上げがどれだけの影響を受けているのかと

いうことで申しますと、この４月の売上げ

をベースに実績を基に推計させていただき

ますと、２年の４月の土日の売上げが平均

で１日当たり１２万4,０００円、平日の火

木の売上げが１日当たり４万円ということ

でございまして、先ほど申しました休業日

数、土日で４日、平日で４日ということで

申し上げましたが、その日数を掛けますと、

売上げで大体６６万円ぐらいの減になった

ということでございます。当然、農家さん

の収入もその分減ってるということに、志

野の里だけで申しますとそういうことにな

ります。このほか、先ほど議員おっしゃっ

ていただいている出荷がどうなのかという

ことにつきましては、出荷できないという

農産物についてもお問合せなりがございま

した。毎週木曜日に行っております阪急百

貨店への出荷を案内するなどといったこと

で対応してきたところでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 
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  ということは、何らかの形でこの休業期

間中の野菜については、志野の里に出せな

い分はどこかに出していただくというか、

そういうふうな手は打っていただいてたと

いうようなことで、少しは安心したんでご

ざいますけども、こういう、今回休業にな

ると、豊能町の野菜を入手しにくくなるた

め、私のようなファンにとっては非常に残

念でならないんですね。そこで今回の新型

コロナにより営業自粛になったことを教訓

にして、今後の営業方法などについて提案

をしてみようか、二つ提案しようかなと思

ってるんですけども、その一つが福袋方式

の制度でございます。実は店内にお客さん

が入ることで３密を避けにくくできるため、

店の中ではなく店の外で福袋方式、すなわ

ち金額を1,０００円、2,０００円などの設

定して、金額相当分の野菜を詰め込んでド

ライブスルー方式などのやり方を取り入れ

て店の外で販売する仕組みを取り入れてい

るところもございました。今後のこともあ

るので、豊能町でも、志野の里でもこのよ

うな福袋方式、そういったやり方での野菜

販売などを検討してみてはどうかなと思う

んですけども、いかがでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  新型コロナによる感染症が流行している

この時期に、できるだけ多くの方の集まる

場所を避けたいという考えの方もおられま

すので、今御提案いただいている考えにつ

いては大変ありがたいというふうに思って

おります。その中で福袋方式ということで

ございますけども、現在の販売形式、農家

さんのほうから野菜を預かって販売する委

託販売形式でございますので、そういった

ことを念頭に置きますと、複数の農家の方

から搬入頂いた野菜の中からどれか一つを

選択するといった作業が生じますので、出

荷いただく農家の方と十分な調整が必要か

というふうに思っております。ただ、例え

ば一人の農家の方が多品目の野菜を生産さ

れ福袋のような販売が可能な農家の方がお

られると調整もしやすいといったこともご

ざいますので、一度、志野の里を運営して

おります運営協議会を通じまして農家の方

に提案させていただきたいというふうに考

えております。よろしくお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  中川敦司議員。 

○３番（中川敦司君） 

  福袋方式、私も面白いんじゃないかなと

思いましたんで、なかなか難しい部分ある

かも分からないけど、また引き続き検討い

ただければと、このように思っております。 

  時間になりました。ちょっとたくさん残

ってますけどまた別の機会に質問をさせて

いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、中川敦司議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気をするため、暫時休憩いたしま

す。再開は２時１０分といたします。 

（午後１時５９分 休憩） 

（午後２時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  次に、小寺正人議員を指名いたします。 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ８番・小寺正人でございます。 

  ５月議会、６月議会の審理はほとんどコ

ロナ対策予算でございました。今回はコロ

ナ以外はあまり関係ないのかもしれません。

私もコロナの問題を取り上げていますが、
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皆さんと被るところがたくさんあるので、

違う観点から見たコロナ対策とかコロナの

問題を取り上げたいと思います。 

  まず新型コロナウイルス拡散防止のため

に政府が４月７日、緊急事態宣言を発出い

たしました。そして５月２５日、緊急事態

宣言を解除しました。そもそも緊急事態宣

言とか非常事態宣言、これはどのようなも

のであると認識されてるかお伺いいたしま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今、小寺議員おっしゃられたように、非

常事態宣言という言葉は今回のものには出

てなかったと思います。緊急事態宣言とい

うことで、国の感染症におきましては、そ

のインフルエンザの感染症対策の法律に基

づいて緊急事態宣言をされた。都道府県は

それを受けて緊急事態措置をするという形

で具体的な内容を府民の方々に伝えるとい

う形でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ３月１９日、この時点では大阪ではさほ

どコロナウイルス感染者が確認されていな

い中、３連休を前にして吉村大阪府知事が

政府から示された極秘扱いとされている情

報を公開して、大阪府と兵庫県の間の住民

の往来の自粛要請を始めたと。その後いろ

いろな処理にもたつく国の政府に先んじて

次々と対策を講じたことで世間から高評価

を受けているようでございます。２日前の

日曜日、テレビインタビューの中でも、コ

ロナは初期の状態まで抑え込めたと。これ

からはコロナと共存しながら萎縮した経済

を復旧させることに取り組みたいと。全体

最適を目指さないといけないと。こういう

ふうに発言された。それを聞いて私として

は二重丸を差し上げたいと思いますが、塩

川町長のお考えはどうでございましょう。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私も今回、先ほど申しましたとおり初め

てだったんですけれども、緊急事態宣言を

国のほうに出してほしいと。それでないと

いわゆる広域的な動きをセーブすることが

できないということから、その状況が発せ

られた。そしてそのときにはもう既に医療

機関との連携が実は始まっていたというこ

とで、今回、四つの点が私、物すごく気に

なるところだったんですけれども、病院と

それから医師会と保健所、ここの関係が本

当にスムーズにいったなということが一つ。

それから、それぞれの休業要請も休校要請

も速いスピードでできたということ。そし

て自治体への連絡もしっかりとマニュアル

等々を示されて具体的な策を取られたとい

うこと。それから三つ目としてはメディア

に御自身が登場し、住民にとって分かりや

すい言葉で発せられた。そして将来にまた

がるところも言われたというところで、そ

れから経済対策というようなところの四つ、

スピード豊かにということを感じておりま

す。途中で吉村さんのお顔がどんどんと疲

労感に満ちてきたということでＳＮＳでも

寝てるかいう話がありましたけども、まさ

にそういうふうに私も同時に感じておりま

した。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  豊能町も大阪府と連携をとりながら次々

と手を打ったと私は思っておりますが、豊
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能町としては、これこれの点、独自にこう

やりたいと、こうしたほうがいいんだとい

うような独自提案などを大阪府にしました

か。提案、独自の、こうあるべきだという、

そういうのを持ってたかどうかですね、こ

れお聞きしたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  これは私の個人的な意見になりますけれ

ども、公衆衛生行政というのは国や広域自

治体である大阪府、保健所設置ですね。そ

ういったところが中心になって担うものだ

と思ってます。今回のコロナ感染症の特徴

は、広域的に対応していかないといけない

という内容でございましたので、豊能町か

らこういったことをするべきだということ

はほぼ申し上げる必要性もなく、迅速に大

阪府、国のほうでいろいろな対策や施策が

講じられていったものだと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  緊急事態宣言というものは、対象地域の

知事に対して私権の一部制限を伴う措置を

可能とするものであります。宣言に基づい

て実際に民間施設への休業を要請したり、

指示したりするのは各地の知事の仕事です。

宣言自体は直接国民に具体的な命令をする

ものではなかったということですよね。だ

から緊急事態宣言を発令したという言葉は

使ってないんですよね。発出したという言

葉を使っています。つまり今回は知事権限

で要請指示を出したと、こういうことにな

ります。そもそも法律は弱い者のために作

られてるんですよね。強い者のために作る

必要はないわけです。この私権を制限する

ことはなかなか難しいので、政府ももたも

たしてたのはこのためではないかと、私は

そういう考えを持っているわけです。テレ

ビ番組のインタビューの中で吉村知事が。

これは２日前の日曜日、池上彰の何とかい

う番組でしたけど、勇気が要ったと、これ

を出すのにね。一々指示を出すのに。そう

述べておられた。権力者が権力行使をする

にはよほどの覚悟があったに違いないと私

は思います。命令はしないけれど要請はし

たと。指示もしたということですので、要

請や指示に従ってくれた大阪府民に感謝す

る気持ちを発言されたのは、ある意味で当

たり前のことやと。お世辞だけではなくて

本音だったんではないかと私は考えます。

また、日本のコロナ対策は海外のメディア

から間違いだらけだと批判を受けていたわ

けですよね。ところが蓋を開けて、最近は

感染者や死者が少なくて、感染爆発も起こ

っていないと。奇跡的なことだという論調

になってきている。これは日本が世界に、

世界の中で強権発動することにとても慎重

だったと。つまり言い換えれば超民主主義

国家であったということを示しているわけ

ですね。強権に従ったのではなく要請に応

えたと。こういう意味で日本国民が民度の

高い民族であるということを世界に示した

と。誇らしいことと私としては考えますけ

ど、町長はどのようにお考えでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  議員おっしゃるとおりで、この豊能町も

自粛要請をして、そのときに本当に少ない

方々、そして外出も控えられたというとこ

ろで、これはやっぱり日本人の持つ豊かさ

といいますか、やっぱり民意そのものだな

というようなことを感じております。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  度々、ＳＮＳにも登場されたわけですよ

ね。ＳＮＳはＣｔｏＣ、ｃｕｓｔｏｍｅｒ

ｔｏｃｕｓｔｏｍｅｒ、要するに個人対個

人の間の道具、コミュニケーションの道具

であります。その中でもインフルエンサー

と呼ばれる、影響力を持ったフォロワーが

たくさんおる人のことをインフルエンサー

と呼んでるんですけど、この人たちがネッ

ト上で個人の意見を自由に述べることがで

きる世の中に、今、なっているわけです。

個人的な意見でありますけれど、権力者の

立場にあるインフルエンサーは、この場で

いけば吉村知事なんかがまさにそれに当た

るわけですけど、この人がＳＮＳ上で相手

をとっちめるようなことを、こんなことも

見受けられたなと思っております。できる

だけ控えはったほうがよいのではないかな

と私はずっと考えておりました。それでも

吉村知事が大阪の知名度アップに大いに貢

献した事実は間違いないことでありますの

で、素直に、立派な政治的対応をされたと、

これに大いなる賛辞、ｇｏｏｄｊｏｂを差

し上げたいと思います。また、コロナ対策

等で国難と言うべき危機に際して、吉村知

事と町村会の会長、市長会の会長が連携し

て事に当たることで合意したというテレビ

報道も視聴しました。この連携対応は半分

は大阪府がもつと。半分は市町村がもって

くださいという合意だったと記憶していま

すが、この点に関して塩川町長の御意見、

御感想があればお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  当時、一番困っている方々に、いわゆる

補償というところについて、吉村知事も非

常に悩まれたと思います。財政資金を取り

崩してそのものに対応する。でもちょっと

待てよと。やっぱりそれは相当の分担があ

るべきというところで、市町村のところの

２分の１というのが出てきたと思います。

それを受けてすぐに、私どもの府の市町村

課長が飛んでこられて、具体的な考え方、

そういうものを示されて、それについては

我々も賛同させていただいたということで、

スムーズに決まったなというように思って

おります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今回の新型コロナウイルスの問題は、パ

ンデミック、世界的流行、感染爆発に際し

て、何とか押さえないといけない医療的観

点から見た報道、テレビも朝昼晩全部、毎

日やっておりました。いつまでもこんなこ

とをしてたらあかんやんという考えを持つ

人も、大分、最後のほう出てきまして、そ

れは困っている国民は現実におられるし、

飛行機は全部止まってる。鎖国状態ですよ

ね。そんなことを見て、新幹線は空気運ん

でる。九十何％乗ってないと。わずか１

０％も乗ってなかったんですよね。こんな

ことが続いたら日本はもう壊れるに違いな

い。そういう考えのところで、これからは

経済対策に重きを置くんだという宣言もさ

れました。全体最適でないとあかんと。部

分最適はあかんと、そうはっきりと申され

たわけですよね。それがすばらしいなと私

は思いました。今回のパンデミックを引き

起こした新型ウイルス問題が豊能町内に及

ぼした影響もあるんではないかと考えます。

今後も起こり得るコロナ感染の第２、第３

波が予想されていることを考慮すれば、あ

まり影響を受けてないと私は思ってるけれ

ど、今からいろいろな観点で検証しておく
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必要があると考えます。 

  それで、実際に現場で携わられた職員の

皆さん、聞きたいんです。毎日のようにテ

レビのコメンテーターが発するきれい事、

そんなん言うてもどないにもなれへんやい

うようなことを言っても仕方ないわけです

よ。そんなきれい事や空想論、一般論、こ

んなの何十回聞いたかわかれへんです。こ

こでは豊能町の行政を担っておられる皆さ

んにとって今回の騒動は何だったのかと。

現場の職務を通して感じたことをここで率

直に述べていただきたいと思います。 

  まず、豊能町内の感染者は三十歳代の方

が２名だけだったと公表されているが、ま

ず間違いないでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  感染者の人数の御質問だったかと思いま

す。今、大阪府が公表しておりますのは豊

能町は３名ということになってございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ３名ですから、追っかけようと思えばそ

の感染経路などは追っかけれる人数だと思

うんですけど、そういう詳細なデータを把

握できているのか。それをお伺いしたいと

思います。プライバシーの問題もあるかも

しれませんので、それは十分留意してお答

えください。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  感染経路などということでございますが、

大阪府よりの町への報告、それから情報提

供につきましては、大阪府のホームページ

に掲載・公表されている以上の感染経路や

また詳細な居住地など、個人情報に関わる

ものの提供などは一切ございませんので、

町としては承知をしていないところでござ

います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  豊能町の中で広がったんではないという

ことだけは、どうも言えそうですよね。 

  それで、まず医療的な観点、介護的な観

点、これにはどのような影響があったのか。

それを、そんな思ったほどよりは軽微だっ

たよとか、いや思ったよりひどかったとい

うのか、どっちとも言えへんなと。どうで

したかね。それちょっとお聞きしたいです

けど。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  医療的それから介護的というところでご

ざいますが、これは豊能町だけにとどまら

ず全国的な傾向ということで、医療的とな

りますと受診をなさる方が控えられたとい

うことの、基礎疾患をお持ちでしたらその

悪化については懸念されたところですし、

それから逆に病院を経営される側からいき

ますと、幾つかの医療機関の先生のお話に

もあったんですけれども、感染の可能性を

考えたら通院を控える患者さんのことがあ

りましたので、診療の減と。それから院内

の感染対策にかかる経費等の経営的な影響

があったということと、それから介護の観

点でいいますと、やはり国・大阪府からの

通知も含めて、例えばデイサービスセンタ
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ーへの通所については自粛するようにとか、

そういうようなこともありますので、デイ

サービスを利用なさっておられる高齢者の

フレイルの状況が心配されるというような

ところはございます。 

  最後に議員のレベル感はどんなもんだと

いうようなことで御質問でございますが、

それにつきましては主観的なことになりま

すので差し控えたいと思ってございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今、フレイルという言葉が出てきました。

知ってる方もおられるし知らない方もおら

れると思いますので、どういうことなのか

説明していただいて、実際にどうだったか

というのも併せて答えていただけますか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  フレイルという言葉を使わさせていただ

きました。簡単に申し上げますと虚弱にな

るといいますか、要支援状態までもいかな

いけれどもその手前、そのまま放っておく

と介護保険サービスを利用したりするよう

になる手前の方々です。それまでにお元気

だった方々もそういうような状態になると

いうようなことで、おうちの中におられる

というような状況で、外に出て歩くという

ことをなさらないですし、それから会話を

なさらないということもあって、どうして

も体力が高齢者の方、日に日に落ちて、そ

ういうことをなさらないと落ちていきます

ので、フレイルな状態になっていくという

ようなことが懸念されるというようなこと

になってございます。 

  実際にも民生委員さんに御訪問とか頂い

てのお話ですけれども、やはりおうちに訪

問すると、相手の高齢者の方が御自分のこ

とをやっぱりそういうふうになってきたと

いうようなことを訴えられるというような

ケースがあったと聞いてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると、虚弱になり寝たきりになり、

すると当然のことながら痴呆症っていうん

ですか。痴呆症になると、一旦なると今の

医学では治らないんですよね。ということ

は大変な問題、豊能町にとっては大変な問

題だったと、そう解釈したらよろしいです

かね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  認知症のことをおっしゃっておられると

思うんですけども、認知症についてはおっ

しゃいますように、認知症の対策について

は認知症になるのはもうやむを得ないと。

ただ、その角度をできるだけ緩くしていく

というような対策が、今、日本では主流で

ございます。豊能町の場合は高齢化率が非

常に高うございますので、その点だけを申

し上げますと、やはりこういった感染症が

発生しておうちでおっていただくという自

粛のお願いをするとなると、そこら辺はや

っぱりほかの市町村に比べて影響が大きく

なるとは考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  介護の世界で認知症になる、寝たきりに

なる、３年後ぐらいに多分亡くなるという

のが何か多いと聞いています。ですよね、

多分。 
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  次にその福祉的な観点ですよね。今回は

公共施設は全部閉館されたんですけど、ど

うだったんですかね。この福祉的なところ

は何か影響があったんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  上浦保健福祉部長。 

○保健福祉部長（上浦 登君） 

  お答えをさせていただきます。 

  公共施設の件だけでいいますと、老人福

祉センターを２か所閉めさせていただいて

ございまして、その間も御利用したいとい

う御要望がありましたけれども、私どもと

いたしましてはやっぱり高齢者が中心とい

いますか、６５歳以上の方が御利用なさる

施設ですので、公立の施設としてやはり、

しっかりと対策ができるまでは休館にさせ

ていただきたいということで、御利用した

いと思っておられる方々には非常に御迷惑

かけたかなと思っております。 

  それから、福祉の観点ということで、生

活困窮も福祉の観点だと思いますが、社会

福祉協議会が用意しております緊急小口資

金というのがあるんですけれども、それは

５月の２２日現在で３３名、それから総合

支援貸付金で８名ということで、昨年に比

較いたしまして大幅に伸びておるというと

ころで、これも今回の新型コロナの関係の

影響かなと考えてございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それでは教育の件ですね。教育的な面で、

これは何かたくさんあったような、テレビ

を見てても何かいっぱい出てきてましたか

ら、あったのではないかと私的には考えて

いるけれど、実際にはどうでしたかね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  教育・保育的観点からの所見ということ

なんですけども、その観点から実務上の所

見ということですけども、国・府からの要

請内容が急に来てころころ変わるというこ

とがよくありました。まず３月２日の臨時

休業要請から始まっております。そして乳

児、幼児、児童、生徒、保護者、公民館や

図書館スポーツ関連施設などの利用者、そ

して教職員、保育士、施設の職員など、非

常に多くの方に様々な影響があったと感じ

ております。特に保護者の方につきまして

は、幼稚園や小中の臨時休業、保育士や留

守家庭児童育成室では利用自粛要請を行い

協力を頂きました。また、生涯学習所管課

施設においては休館を行いましたが、利用

者や住民の方の理解、協力を得られ、大き

な混乱もなく対応できたことに感謝してお

りまして、この場をお借りしまして住民の

方にお礼を申し上げたいというふうに考え

ております。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  感染者が３人ですか。でしたら豊能町と

してはいけますよと、開いても、ちゃんと

３密を避けて授業をしますと、分散登校し

ますと言って、足りない授業時間を少しで

も埋めるという、そういう選択肢はなかっ

たんですか。それをやると、緊急宣言をし

てるのにお前んとこ何してるといって責め

られる立場にあったんでしょうかね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  今、お尋ねの学校休業期間、あるいはそ
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の間におけます分散登校、それにつきまし

ての町の教育委員会としての判断というこ

とでございますが、やはり国の緊急事態宣

言が出てる中で、国あるいは大阪府からの

要請、それにつきましてはその要請に従っ

て、対応に、この間、努めてきたところで

ございます。ただ、これは５月７日以降、

国の緊急事態宣言が一定解除された後につ

きましては、それぞれ府のほうからレベル

３あるいはレベル２、レベル１というよう

な状況で、そこのところは各市町村で、教

育委員会で判断して対応していくというこ

とでございました。豊能町におきましては

これは段階別に授業を行っていく、とりわ

け３か月近く子どもたちは登校できない状

況が続いておりましたので、言ってみまし

たら夏休みが２回休みになった、９０日間

といいますのは。夏休み明けでもやはり学

校の生活リズムを子どもたちが取り戻しま

すまでは１週間余りかかるところでござい

ます。ですからそこのところは丁寧に、そ

して感染対策には十分注意を払いながら進

めてきたところでございます。分散登校に

なりまして、１週目は週１回、そして２週

目は２回、そして３週目は３回、さらに６

月１日から昨日からの開校につきましても、

１週目につきましては午前中の授業、ある

いは２０人を超えない形でやろうというこ

とでございましたので、これは周りの市町

村の状況も情報交換しながら判断をし、そ

して保護者、子どもたちにもお伝えしてき

たところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  幼児教育、幼稚園は休業したんですよね。

保育施設は開いたんですよね。そしたらこ

ども園は一体どうしたんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  認定こども園、ふたば園ですけども、簡

単に言いますと、保育所も幼稚園もござい

ますが、基本的には保育所と同じような扱

いで開けておりました。幼稚園の子と保育

所の子がおりますので、幼稚園の子だけ来

るなということもできませんので、保育所

に準じて運営をしておりました。開けてお

りました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうするとふたば園は幼稚園児は来てた

と。しかし光風台の幼稚園は休ませたと。

そういうことですよね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  ひかり幼稚園は閉めてたんですが、就労

等されている方のお子さんにつきましては

預かり保育という形で預かっておりました

ということでございます。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると、学校でも学童保育、これは

やってたんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  留守家庭児童育成室ですが、当然開けて

おりました。ただ、３月２日に臨時休業な

りまして、学校が。その間、朝８時１５分
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から留守家庭児童育成室を空けておったん

ですけども、春休みが明けまして、その後

ずっと春休み終わるまで育成室の少ない人

数の支援員さんと、また年齢的にもちょっ

と上の方もおられますので、なかなか育成

室で朝から夜７時まで預かるのは難しいと

いうことで、学校の協力を得まして、学校

での居場所づくりということで、８時半か

ら午後２時半までは学校で、２時半から長

いお子さんで夜７時までは留守家庭児童育

成室で預かるというふうな形で、留守家庭

児童育成室の子どもさんについては預かっ

ておりました。ただ、保育所、児童育成室、

幼稚園につきましても、預かり保育ですけ

ど、幼稚園は。それについても利用の自粛

というのは要請しておりまして、結構皆さ

ん協力していただいておりました。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  今、お話を聞くと、小学校の児童は休ま

せたと。しかしながら学童保育の人は学校

行ってたと。こういうことですかね。です

よね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  留守家庭児童育成室の入所児童について

は、本来は育成室で預かるんですが、それ

がちょっと無理なところもありまして、８

時半から２時半までは学校で居場所づくり

として学校に来ていたということになりま

す。 

（発言する者あり） 

○こども未来部長（八木一史君） 

  保護者に代わって看護してたということ

になります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  学校そして子どもたちの状況については

絶えず訪問し見てまいりましたですが、そ

れらの、例えば１時間目、登校しまして８

時半から９時半までは学習をしようと。そ

れから９時半から１０時半までは運動場で

体を動かそうと。そして１０時半以降、お

昼までは図書室の本を読もうというような

形で、一定の課題、これを示しながら、学

年が違いますのでそれぞれの子どもたちに

応じて、また学校に応じましても２人の先

生が、あるいは３人の職員が子どもたちの

様子を支援するというような形をとってま

いりました。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると、それを解釈すると、学童保

育の生徒さんたちは学校で規則正しく生活

をしたと、こう解釈したらよろしいですね。

勉強もしてもらったし、運動もしてもらっ

たし、本も読んでもらったと、そういうこ

とですよね。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  学校の居場所づくりにおいては当然教師

の方もついてくださっておりますので、朝

８時半に来て、ある程度は規則正しい生活

ができておったというふうには思います。 

  以上です。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  それでは、コロナ対策を優先させた結果、

国内・国外ともに企業や働く人たちいろい
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ろな経済的な大きな痛手を被ったことは間

違いないわけですけれど、豊能町の町内だ

けを見たときに、先ほど、思ったほどそん

な影響なかったよとか、ひどかったんです

よとか、分かりませんわという、どうなん

ですかね。中小事業者とか零細事業者の経

営的観点から見てどのような影響があった

と認識してるのか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  私のほうから、中小企業者に対する影響

ということでお答えをさせていただきます。 

  後ほどの御質問で町内の事業者実態は正

しく把握できてるのかということもお問合

せいただいてるんですが、それと併せて御

説明のほうをさせていただきたいと思いま

す。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い

まして休業要請を受けてやむなく店を閉め

られているところ、あるいは外出自粛によ

って店を開けてても売上げが減少してお困

りになっている事業者といったところがあ

るということで、国や大阪府のほうがそれ

ぞれいろいろな制度によって支援を行って

いるところでございます。ただ、後ほどの、

お聞きいただいているのは持続化給付金に

つきましては、直接国のほうとやり取りさ

れる関係で、ちょっと町のほうではその申

請状況を把握することができませんので、

府と市町村の支援制度でございます休業要

請支援金についてどんな状況かということ

につきましては、これは大阪府のほうから

申請件数等の情報が提供されておりますの

で、ある程度の実態が把握できるというこ

とでございます。その観点から御説明いた

しますと、６月１日現在、昨日でございま

すが、申請登録件数が法人８件、個人事業

主が３３件ということになっておりまして、

当初の想定が中小企業１０件、個人事業主

が２３件ということでございましたので、

既に想定の件数を超えているということで

ございます。先ほど、中川議員のときにち

ょっと簡単に副町長のほうが御説明しまし

たが、中小企業信用保険法によるセーフテ

ィネットの補償を受けるために、売上げが

２０％以上減ったよとか、売上げが５％減

ったよということを町のほうが証明した上

で銀行のほうで貸付を受けられるんですけ

れども、そのための町のほうに認定の申請

を求めてこられたというのも１４件ほどご

ざいました。なので、そういった状況を踏

まえますと、町内の事業者の方におかれま

しても件数は少のうございますけども、相

当の影響を受けていらっしゃるのかなとい

うふうな認識では私のほうは思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると、町が支援する、大阪府と連

携して支援する。これについては効果を発

すると、そういうふうに解釈したらよろし

いですか。そんなことは分かりませんわと、

どっちですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  高木都市建設部長。 

○都市建設部長（高木 仁君） 

  先ほど申し上げましたように、件数につ

きましては当初の想定を超える点数がござ

いまして、府と一緒にこういう取組をさせ

ていただいて、一定の町内の中小企業ある

いは個人事業主に対して支援ができたとい

うふうに思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  そうすると、町内の中小企業それから零

細事業者の皆さんに胸を張って豊能町は経

済対策をやりましたと言えるわけですよね。

そうしましょう。 

  次に、一般の勤労者の働き方、これがス

テイホーム、リモートワークとかいう言葉

が乱れ飛んで、どうだったんでしょうか。

何か駅は少なかったような気はしますけど

ね。そんな勤務形態は、こんなんしてます

とか、アンケートとかとって、こうしてる

とかいう、そんな把握はされてますかね。

豊能町として。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  具体的な状況についての把握は行ってお

りません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  一般住民の方の生活で、テレビなんかで

も３密を避けるって何回聞いたか分かりま

せんけど、ステイホームというのも何度も

聞きました。これは効果があったとお考え

でしょうか。どうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  議員お尋ねなのは、豊能町内においてど

うだったかということ。 

  具体的に調べてないので申し上げること

は難しいんですが、やはり、いわゆる三つ

の密を避けるという観点では効果があった

のではないかと私は理解しております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  ちょっと時間がなくなってきたのでちょ

っと急ぎますね。 

  教育と新型コロナ対策というところに入

りたいと思いますけど、前回、前々回と２

回ほど箕面市のステップアップ調査いうの

を取り上げたり、それから全国学力テスト

の結果から、豊能町は一体どれぐらいにな

ってるのということを質問させていただい

たんですけど、平均より上やとかそのよう

な答えしか、２回ともそうだったと思うん

ですけど、実際にはどうだったんでしょう。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  森田教育長。 

○教育長（森田雅彦君） 

  町独自で今年度から実施予定しておりま

す学力体力生活調査、豊能チャレンジにつ

きましては、４月の全国学力学習状況調査

と同じ日に実施する予定をしておりました

が、国の調査のほうが中止となったことか

ら、来年１月頃の実施を現在検討いたして

おります。コロナの対応のために教育課程

を組み替えて授業を行ってまいりますが、

そのような中で子どもたちの学力の定着度、

あるいは学習状況を把握し、国語、算数等

に絞り実施を行い、分析結果をもとに補充

や補習などの学習支援、これを丁寧に行っ

てまいりたいと考えております。 

  それからお尋ねの大阪府の中学校の中学

生のチャレンジテスト、これにつきまして

は、これは６月に実施予定でございました。

ところがやはり長期休業で学習が進んでな

い、そういうようなことも考慮し、今年度

につきましては中止をするというような連

絡がまいっております。なお、もう作成さ

れておりますので、問題等は６月１６日に

それぞれの学校に送付される予定です。そ
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れにつきましての、あとそれぞれの学校で

実力テストなど学力向上策に役立てないか

と、そういうことを、今、検討いたしてお

るところでございます。 

  なお、昨年度の大阪府のチャレンジテス

トの結果、これが５月末に大阪府のホーム

ページ上に掲載されましたので御報告をさ

せていただきます。学力の物差し、これは

いろいろな形で測定がされますが、東能

勢・吉川中学校、２中学校の１年生から３

年生まで、学年別の総合平均点は府内市町

村で１年、２年、３年全て７番以内に入っ

ていたところでございます。とりわけ１年

生、現２年生でございますが、国語、数学、

英語の３教科の平均点が府内でトップ、１

番の成績でございました。これは子どもた

ちの頑張り、そして学力向上に取り組んで

きた学校の今までの積み重ねの成果である

というように思っております。昨年度の家

庭での過ごし方調査、平日、本町の中学生

が家庭でテレビやゲームＳＮＳなどを使う

時間は平均４時間から５時間が一番多いと

の結果を聞いておりましたので、今回のチ

ャレンジテストの結果が届いて、本当にす

ごいなというようにみんなで話をしておる

ところでございます。これはやはり一喜一

憂することなく、この結果を一つの糧とし

て、これは今年度の重点目標といたしてお

ります家庭での学習習慣、これをきちっと

つけていこうということで、学びのすすめ

と、年度末にそれぞれの家庭に配布し、家

庭でどれぐらいの１日時間を勉強するかと

いうことを保護者の方と話し合って進めて

ほしいということを言っておりますけれど

も、そういうことがやはりきちんと定着し

てまいりましたら、さらなる、子どもたち、

力を発揮してくれるのではないかというよ

うに思っておるところでございます。 

  以上、御答弁とさせていただきます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  吉村知事が９月入学制度、これ提案して、

反対があっても自分は国に対して意見を申

し上げたい、こういうふうに言っておりま

したけど、昨日、日本国政府が本年度、来

年度の９月入学制度は体制が整わないので

見送ると発表したみたいです。それで、６

月中にオンラインの授業ができる体制を構

築するように大号令を発していると、そう

いうふうに、お金は出すんだと、だからや

ってほしいという、そういうことに対して

豊能町はどうですかね。できそうですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  八木こども未来部長。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  大阪府の吉村知事ですけども、６月末ま

でに全公立高校でオンライン授業ができる

よう大号令をかけるというふうに認識して

おります。また、国はＧＩＧＡスクール構

想の加速による学びの補償について補正予

算を組んでいますが、まだ詳細な補助要項

が示されておりません。先ほど中川議員の

御質問にもお答えしましたように、オンラ

イン授業実施に当たり、ハード面・ソフト

面いろいろな課題があり、特に学校現場と

の調整が必要となります。その後、契約実

務を進めていきますので、府立高校と同様

に６月中にオンライン授業を整備すること

は現在考えておりません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  小寺正人議員。 

○８番（小寺正人君） 

  知事がおっしゃってるのやから、何らか

行動は移さないといけないと思います。 

  それでは私の質問はこれで終わります。

ありがとうございました。 
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○議長（永谷幸弘君） 

  以上で、小寺正人議員の一般質問を終わ

ります。 

  議場換気のため、暫時休憩いたします。

再開は３時１０分といたします。 

（午後３時００分 休憩） 

（午後３時１０分 再開） 

○議長（永谷幸弘君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、井川佳子議員を指名いたします。 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ７番・井川佳子でございます。 

  本日最終の質問者でございますので、理

事者の皆様にはお疲れとは存じますが、私

にもわかるように丁寧に質問にお答えいた

だきますようよろしくお願いいたします。 

  では、町有林戸知山についてでございま

す。というか、その前に、日々の業務をし

ながら、コロナ禍における様々な業務に町

職員の皆様が立ち向かっていらっしゃるこ

とについて、町民を代表できるかどうかち

ょっと自信はないんですけど、御礼の言葉

を申し上げます。ありがとうございます。 

  それでは、町有林戸知山について年間３

００万円の予算を投じておりまして、整備

をされております。この費用は何にどのよ

うに使っているのか、まずはお答えくださ

い。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  戸知山内や調整池前の平地の除草、戸知

山内の道路や側溝の清掃、府道から戸知山

に至るまでの道路沿いの除草や寄せ植えの

剪定、高木剪定を行う経費に充てておりま

す。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  私が森林組合にいるときだったと思うん

です。業者からもらわれまして、町が７２

ヘクタールの町有林を有していることにな

ります。年間３００万円、それから掛ける

何年ってするとかなりの金額になるんです

けど、やっぱり毎年、毎年、手入れをして

いるということは、これから町有林を町と

してはどのように活用していこうかって思

ってらっしゃると思うんですけど、町とし

てはどうなさりたいのか伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  戸知山内にある雄大な自然の森林を活用

した施設等を整備して、人々がにぎわうよ

うになれば、町の活性化にもつながり、戸

知山の有効な活用方法の一つであるという

ことは認識しております。しかし、町の現

在の財政状況から考えますと、その整備を

町の財源でもって行うことは非常に困難で

あるため、民間の力を活用することにより、

戸知山の広大な敷地を活用できるような有

効活用を検討する必要があると考えており

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  議会報告会でも町民の方々の声を聞いて

おります。そこに書いてあるのは間違って

るんですけど、戸知山を有効活用していた

だきたいというお声は一昨年も、また昨年

も、町民の方よりお声が上がっています。

今年度についてはちょっとコロナ禍であり

ますので報告会というのは今のところは延

期してる状態なので、お声は聞けていない
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んですけど、やはりせっかくの７２ヘクタ

ールの自然を生かしてほしいというのは町

民の願いであります。これにどうお答えさ

れようと、先ほどもちらっとおっしゃって

ましたけど、どうお答えされるおつもりで

しょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  戸知山の現状につきましては、これまで

も議会の一般質問等で答弁させてきていた

だきましたが、皆様も御承知のとおり、各

種の法規制などがあるため、各種施設の整

備などが難しいということと、上下水道な

ど多額の初期投資が必要であるという厳し

い状態でございます。実際に活用したいと

いう要望はこれまでも何度もございました。

初期投資の件を御説明し、実際に現地のほ

うを御案内いたしますと、投資に見合うだ

けの収益を上げられる見込みがないのか、

現地確認以降辞退されてしまうのが実情で

ございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  いろいろな取組もされていたのは知って

おります。民間のアイデアを集めて、そし

てどれにしようかという検討会もされてた

のも知ってますけど、やはり今に至ってる

ということなんですね。初期投資にお金が

かかると、毎回御説明は頂いてるんですけ

れども、議会が、とよの議会だより、ちょ

っと昔の話になってしまう、１月２５日発

行なんですけど、ここに議会から行政へ提

言をしております。政策提言といたしまし

て、戸知山の活用法についてということで

すね。当初、私も議員になったときは、す

てきなレストラン建ててとか思ってたんで

すけど、やっぱりそれも難しいかなとか思

うので、豊能町議会としては、このたびは

町がその自然を生かして、スポーツ関連、

例えば土曜日、日曜日になるとサイクリン

グで上がってこられる方がいらっしゃいま

すよね。皆さん豊能町の魅力というのは実

は結構御存じだったりするわけです。バイ

クの人もいらっしゃるしね。そのスポーツ

関連を広げてみたり、また、アウトドアの

一環として、施設というよりも、お手洗い

ぐらいは欲しいけど、その施設を、確固と

したものを建てるというよりも、何か子ど

もたちのサバイバル体験みたいな、そうい

う活動を支えてもらう民間を探せないかと

か、また、紅葉とかシイタケの体験とか、

そんなのもできるかなという案、三つ、ス

ポーツ関連、アウトドア関連、それから花

や作物関連としていろいろ活用例を挙げて

おります。町はこの活用例を示して、町に

代わって戸知山を一括管理する団体を町自

らが企業等に出向いて積極的に売り込みを

行う、また、町ホームページにそういう窓

口をつけて、ホームページのところに窓を、

こういう戸知山っていうのが豊能町にはあ

りますよということを明記して、そしてそ

ういう団体を募集するっていう提言を豊能

町議会としてはしております。それについ

てどのように、今、対処されてるのか伺い

ます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼します。 

  以前に戸知山に関する政策提言を頂いて

おりまして、その内容につきましては先ほ

どお伺いしましたとおり、スポーツ関連で

すとかアウトドア関連など、自然を有意義

に使うというような、そういう御提案であ
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ったことは承知しております。ただ、町自

体の財源によってこれらの施設を整備する

ことは、やはり非常に困難であると考えて

いるため、民間の力による戸知山の自然を

有効に活用する、そのようなことに積極的

に検討してまいりたいと考えております。

また、戸知山を一括管理し運営する団体の

募集等につきましては、今後、まちづくり

創造課におきましてホームページを含めて

いろいろと検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  そうなんです。ホームページっていうも

のは今、結構ありますから、全国どこから

でも、また海外からでも、今コロナ禍だか

ら難しいですけど、海外からでも見て活動

というのを拾っていただけます。施設がな

くてもその不便を楽しむというような活動

を民間ではされているところもありますの

で、そういうのにも十分役に立つ。小さい

小川もあるし、本当に自然豊かなところで

すのでね。また、行く行くは町民の散歩コ

ースとして管理していただきたいな。せっ

かく３００万円を使って今まで管理されて

きたのですから、そのお金を無駄にするこ

とのないように努めていただきたいと思い

ます。いつ頃をめどに、今こんな時期では

あるんですけど、いつ頃をめどにホームペ

ージに載せていただけるか、もしお答えい

ただけるならお願いいたします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  私一人でできる仕事ではございませんの

で、課のほうで早急に検討いたしまして、

早いうちに実現ができるように考えてまい

りたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  議長が町長に提案されてるこの写真も載

っておりまして、これを見て私もホームペ

ージ見ながらいつ載るかなって、とよのん

の辺りか町長の部屋の下の辺りに出るのか

なと思ってずっと待ってるんですけど、絶

対載せてほしいです。お願いします。 

  次、いきます町の雇用を上げるにはとい

うことで、町長はどのような対策をお考え

ですかっていう質問なんですけど、前回私、

教育問題について重点的に質問させていた

だいた中で、町長はまちづくりについて学

校を主としたということを考えてらっしゃ

るっていうふうには伺ってはいるんですけ

ど、そのときに東西二つの地域に一つずつ

の学校、そこには若い人の雇用がありって

いうようなくだりがあったので、やっぱり

雇用を生むには施策が必要なんです。町長

のお考えを伺いたいです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私の考え方は一貫してるんですけれども、

やはりこの豊能町の中に企業を入れていか

ないと。それぞれの方々の所得を上げると

いうところで、いわゆる働き場所を見つけ

ると。それは東も西もテーマは同じですけ

どもやり方が違うと。具体的に東の場合で

いきますと、国道の主要国道４２３沿い、

西の場合でいくと既成市街地ということに

なりますので、その立地条件と周辺状況を

見ながら誘致をしていきたいというように

考えております。適切な整備開発というと

ころをお示しをするということで、都市計
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画マスタープランを進めておりますけれど

も、この中に具体的に問合せとすると去年

も結構ありました。ありましたけれども見

合わないということで断念をされたところ

もおられますので、それらを分析しながら

次に進めていきたいというように思ってお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  まず東で聞きます。国道４２３沿いにど

のような企業をとお考えなんでしょうか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  ４２３沿いということで、今までやって

いたところは、いわゆるそこの緩和という

ところで、今まで考えられてたところとい

うのはローソンさんとかファミリーマート

さんとか、ああいうような大きさのものし

か想定されてなかったというのが事実です。

ただ、今現在、お話を承るところでいくと、

それよりも大きいという企業もおられまし

た。もちろん小さいところもあるというと

ころで、そこは柔軟に動かないといけない

と思いますけれども、やはり最終的には雇

用が確保できるとすると、やはり私の狙い

目というのは大きい雇用が確保できるとこ

ろを何とか誘致をしていきたいというよう

に考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  ごめんなさい。ローソンとファミマに落

ち着いちゃうのかと思ってどきどきして聞

いておりました。じゃなくて大きいところ

とおっしゃってます。具体的にどのような

職種をお考えですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  まだお話をかけてる最中ですので、具体

的にというところはここで公表することは

できませんし、まだまだこれから当たりた

いところもありますので、ここでは差し控

えさせていただきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  以前、農機具を扱うようなお店を考えて

てっていう具体的な案もあってっていう話

も聞いたことがありますし、また、お考え

いただきたいなと思います。 

  西地区は市街化調整区域もあるんですけ

ど、西地区ではどのようにお考えなんです

か。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  豊能町全体が市街化調整区域ですし、そ

れからいわゆる西地区というと規制住宅街

ですから、ここに大規模なものを入れるな

んて無理です。西地区というところになり

ますと、やはり観光資源である、そして拠

点である、いわゆる吉川・妙見口駅前、こ

ういうところに、規模は大きくありません

けれども、複数のお店も含めて入れていき

たい、活性化をしたいという考えはありま

すけれども、これもやはり地元の方々とし

っかりとお話をさせていただき、地元の理

解を得ながら進めないといけませんので、

実際には４月からやりたかったというとこ

ろですけれども、今現在はそれが進んでい

ないという状況でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  今、３月末の人口が１万9,２２７人と、

世帯数は8,６３３世帯ですよと、令和２年

３月末ではそういう数字になってます。ま

た、昨年度にお生まれになったお子さんは、

東地区では７人、また西地区では３１人と

合計３８人のお子さんで、若い人が多い町

とはとても思えないなとは思います。彩都

行きますと箕面や茨木にわたるんですけど、

やはり何も企業がなくても、そこはベッド

タウンとしてマンションが建ったためにす

ごい人数になって、学校もにぎわってると

いうのはそれはそうなんですけど、うちに

西地区にもマンション建てたらっていう話

もしたことがあったんですけど、そのとき

の部長がおっしゃるには、採算が取れない

から豊能町にマンションを建てるのは無理

ですよと、例えば駅前でも無理ですよとい

うふうに言われたって聞いてるので、やっ

ぱりこの豊能町で人口を増やすというのは

結構厳しいものがあると私は思っておりま

す。私の家族を、何回も言いますけど、子

どもたちと一緒に越してきた家、子どもた

ちが就職や結婚で町を離れましたと。世帯

数は変わらないけど人口が４人から２人に

なってますっていうのが町の縮図でありま

して、かと言って家が空いているかという

とそうではないですね。私と主人、家に住

んでますしね。空き家も、私ちょっと希望

ヶ丘の中ポスティングしても、１割も空い

てるかどうかっていうぐらいが瀬戸際でし

て、でも空いてるおうちも実は所有者がち

ゃんとおって、物置にしてるよっていう話

もあるんですけど、なので空きがないのに

人数を増やすというのは相当難しい話だと

思うんですよ。町長は一生懸命、東西に一

つずつの学校っておっしゃってるんですけ

ど、やはりそこは考え方、変えていくべき

ではないかな。いっそもう一つに集めてし

まったほうが。例えば東地区で７人しか生

まれてない。あと６年後、７人、１学年例

えばこのままでいったとしても７人ですよ

ね。そこに、ここには書いてないですけど、

例えばこの間お示しいただいたように１０

億円の学校を建てるか。建てるというか改

修して使うかとなると、町の予算考えても

学校だけに予算を割くわけにはいかないん

です。そこを、町長一生懸命おっしゃって

るけど考え直して、今、一方私たちが断念

してくださいと言ったのはそこなんですよ

ね。もう一回考えてほしいなと。教育委員

の方々も、何回も言いますけど、７０回も

会議を重ねて、やっぱり少なくなっていく。

そして町財政のことも考えて１小１中を西

地区に整備ということを考えてらっしゃる

ので、やっぱりそういうことももう一度お

考えになって、今の時間、コロナのことで

とても大変だとは思うんですけど、私たち

がストップ、待ってと言ったこの時間を大

切に使って考え直してほしいと思います。

いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  突然、子どもの数から小中一貫のほうに

なりましたけど、やはり課題は子どもの数

が少ないというところ、いわゆる私たちの

人口高齢社会というところからすると、も

う２０年後たったときの町というのは描け

ないわけですから、そのためにも若い方々

をこの豊能町に入れなければならないと。

これは一番やはり大きな問題で、特に私ど

もの豊能町の場合でいくと、１５歳までの

年齢の方々の分布といいますか割合が6.６%

しかない。全国平均は１２％、半分という

ことになりますので、これは我々のところ
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の一番の課題やというところになりますし、

それぞれの地域のところの、同じように子

どもさんの率も、希望ヶ丘と東ときわ台だ

けが7.３%ということで多いんですけれども、

そのほかのところは６％台と、平均よりも

下回ってるというところですので。その中

でもやっぱり回転してるところと回転して

ないところありますので、やはり一歩一歩

積み上げていくということで、将来を見越

した状態で転入それから転入促進をやりな

がら、そしてそれぞれの策に対して空き家

の利活用でありますとか、それから東地区

においては農家付住宅の促進であるとか、

そういうものを踏まえて基本的なベースで

まずは上げていくということ。そういうこ

とも必ずやっていかないといけませんので、

それもさせていただきたいというように思

います。小中一貫の部分に関しては、私は

前から申し上げているとおり、何のために

東地区のところに雇用を入れないといけな

いんだ、西のところにも雇用を入れないと

いけないんだというところで、東西それぞ

れの特徴がありますし、生かさないといけ

ない方向性がありますので、そのためには

地域とともにある学校と、それから学校を

核にしたまちづくり、この２点をしっかり

と押さえさせていただくということで、財

政面はもうどちらにしろ厳しいのはもちろ

んですから、あとは方法論として持続可能

な町のための財政面をしっかりと考えさせ

ていただくということで進めさせていただ

いておりますのでよろしくお願いします。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  先ほど東地区の活性化についてっていう

ことでお聞きはしたんですけど、道の駅を

就任されてから廃案されております。全国

道の駅1,１７３駅あると。２０２０年３月

１３日の推計では出ておりまして、ちょう

ど豊能町のこの４２３のところの道の駅と

いうのは、池田から来る、また亀岡から来

る、ちょうどオアシス的な場所になると思

うんです。道の駅の条件ぴったりだと思う

んですよね。道路利用者の方の道の駅とい

うのは、国交省のホームページ行ったら見

れるんですけど、道路利用者の方の安全、

また快適な道路交通環境の提供であるとか、

またこれが一番大事なんですよね。地域の

振興に寄与すると。地域とともに作る個性

豊かなにぎわいの場が道の駅であるよと。

町長は学校を核にって言うけど、私は道の

駅を核に、十分、東地区はできるんじゃな

いかとずっと訴えております。東地区には

農産物を作ってらっしゃる農家の方もいま

すし、また西地区にも吉川の方もいらっし

ゃいますし、また、今、家庭菜園に取り組

んでいる方もいらっしゃるので、志野の里

はもちろんあるんですけど、あそこではも

う野菜が並び切らないというのも聞いてお

りますし、駐車場とても危ない。カーブの

ところですぐなのでね。いつもおろおろし

ながら出るような状態で、駐車場の形が申

し訳ないけど、こっちにはあるんですけど

ね。とめにくいんです。やっぱり道のとこ

ろにあるには、もうちょっと、あれで満足

しないで、あそこに落ち着かないで、もう

ちょっと盛り上げてってほしいというのが

私の願いで、だったら国交省のお金をそう

いう補助金がちょうど使える道の駅がいい

んじゃないのと思うんですけど、もう一度

考え直してはいただけないんでしょうか。

またそれで雇用が生めると思うんです。い

かがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 



 2－68 

  ありがとうございます。 

  道の駅というところで国交省の費用が使

えるというところ、これは非常に地方にと

ってありがたい内容です。ただ、豊能町に

関しては道の駅２４時間オープンをする、

それから駐車場を開ける、それからいわゆ

る集客という部分でそれらを調査したとき

に、そこまでの状態の生産のキャパがある

か、それからこの道路も含めてあるかとい

うところは少し疑問なところがあると思い

ます。ですから、新たなものを作るんでは

なくて、今の志野の里というところに関し

ては、もちろん駐車ができないとか場所の

手狭であるとか、そういうところがありま

すから、それらを課題解決しながら、道の

駅ではないけれども、この東地区において

の野菜の直販所、このもののやり方につい

ては改善を図っていきたいというように思

います。大きなものを使ってやるというと

ころは、やはり学校再編それから中央公民

館も含めて公共施設の再配置計画も含めた

もので、２０年先、１０年先のものを見据

えながら予算措置を図っていかないといけ

ませんので、やはりこれからは公共施設の

在り方というところをしっかりと考えなけ

ればいけない。もちろん公共施設だけでは

なくて道路も含めてなんですけれども、そ

れから河川も含めてですけれども、これか

ら投下していかなければならない豊能町の

施設というのは、もう３０年から５０年以

上たってるところを順次直していかないと

いけませんので、そういうところも含めて

予算措置をしていかないといけませんので、

一挙に大きなものを作るということは、や

はり我々の状態からすると基本的には難し

いというように考えております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  道の駅は雇用も生まれますし、もう一度

考えてはいただけないかなと、しつこくも

う一度聞きます。必要な施策だったんじゃ

ないかなと思います。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  すみません。道の駅という国交省を利用

したものは私の頭の中にありませんけれど

も、東地区そして農の生産者の方々が１０

０を超えて、たくさんの方々が生きがいを

設けて出荷をされていると。そういうよう

な地域活性のためには直売所の発展系は要

ると思っておりますで、そういう形ではや

らせていただきたいと思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  皆さんが、失礼ながらもっとお若い、１

０年、２０年前ですね。各地域で頑張って

らっしゃいました。牧は牧、川尻は川尻に

あったし、高山にもありましたという感じ

で、皆さん吉川にもありましたと。各地域

で頑張ってらっしゃったんですけど、今は

志野の里という核ができて、そこに集まっ

てきてるのかなとは想像もできるんですけ

ど、やはりせっかく機運が高まってきたの

をぽしゃげないようにもうちょっと盛り上

げてってほしいなと思います。支援をして

いってほしいなと思います。 

  町長も、私の先の質問もお答えいただい

たような感じになって、次いきますけど、

公共施設と学校再編についてと。公共施設

と学校再編についてを、私、結び付けたい

なと思って上げております。発表頂いた中

には、東地区に学校を残すには東能勢中学

校を使うよと。きれいだしというのは聞き

ました。でも、あの場所って公共施設再編
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を考えるときに、例えばこの役場、今、私

たちここいるところ耐震できてないです。

ぐらっときたらみんな机の下に隠れましょ

うという感じで、それでも上から落ちてく

るかもしれないというような場所です、こ

こ。この間、個別計画書ももちろん提出し

てはいただいてるんですけど、そこの中に

は役場ってない。また吉川支所もないです

ね。こないだ出していただいたのは教育関

係の施設ばかりでしたので、そこにはない

ですよね。東能勢中学校って道路すぐ側か

ら見えるんですよ、あの建屋。結構すてき

な建屋ですよね。よく見えるので、あそこ

に役場あるいはタイルがぼろぼろ落ちそう

になっている中央公民館的な機能、それか

ら永寿荘も確か耐震できてなかったと思う

んです。それと郷土資料館ですね。個別計

画にも出てましたけど、これお金かけてあ

の場所にそのまま維持するのかって思うの

も、ちょっとどうなのかなと思うんですけ

ど、そういう機能を東能勢中学校に持って

くるべきじゃないのと。学舎は東能勢小学

校が適してると思うんです。ひっそりと落

ち着いてます、あそこ。校庭も広いです。

いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  松本まちづくり調整監。 

○まちづくり調整監（松本真由美君） 

  失礼いたします。 

  厳しい財政状況が続く中、今後人口減少

それから少子高齢化の進行によって、公共

施設については利用とか需要ですね、こち

らも変化してくると思っております。また、

住民１人当たりの負担も影響していくとい

うことも考えられますので、公共施設の全

体状況を把握して、抽象的な視点を持って

公共施設の更新、統廃合、長寿命化など計

画的に行っていく必要があるということは

認識しております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  私の家もそうなんですけど、主人も定年

しておりまして、第二の人生といっても年

収は半額です。だから町に納めるべき所得

税も減るわけです。こういう世帯は、私た

ちは小学校の子どもが東地区に４クラスの

ときの親ですから、私たち親が多いわけな

んです。みんなどんどん定年していくと。

新しい人は１０人単位しか入ってこないと

なると、もうやっぱり税収ってそんなに、

これからの増大って見込めないので、上手

に今のうちに何とか手を打っていく必要が

ある。塩川町長はすごい責任を持ってらっ

しゃると思うんですけど、やはりそれ考え

るときに、中学校を１０億円かけて、次の

小中一貫教育の場にするという案は、ちょ

っと大変に申し訳ないけど、ちょっと無謀

というか、せっかく建てても、ちょうど学

校を開くときにはお子さんたちが５人とい

うような環境で、それに１０億円、今から

かけるかというと、そこだけにお金使うん

やったらいいけどそうじゃないですよね。

やっぱり、今、私が言ってるような使い方

で残したほうが将来の町のためにはいいん

じゃないかって思ってます。それについて

はいかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  おっしゃるとおりで、この豊能町を見て

おりますと、新興住宅街ができた３０年か

ら５０年、これは大きくは更新をしていか

ないといけないということで、もちろん学

校もそうですし、公共施設もそうやと。そ

れらを見据えて、人口減少も踏まえた状態
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で作り上げたのが、いわゆる人口ビジョン

を立てて、そしてまちづくり計画という形

でやってる、いわゆる上位法という部分で、

総合計画があると。これを今の時代にふさ

わしい形でしないといけませんので、総合

まちづくり計画を来年度までに作っていく

ということで、今現在進めておりますけど、

その大きな方向性の中には必ず入れていか

ないといけないのが公共施設の在り方やと。

今までは公共施設、前回も何回も、学校を

維持させていくためにはこれぐらいの経費

がかかります、公共施設もこうですという

ことがありました。あれは個別計画を立て

る段階で改修または大規模改修、建て替え

というところを想定するときに、幾らの予

算が必要なんやと。それ判断基準の部分で

必要ですよね。その部分が今まで止まって

たといったら変なんですけれども、それが

進んでなかった。もう一つの切り口は、人

口減少していきますから、そこにかかる維

持運営経費をどれぐらいかかってくるかと。

これを人口１人当たりにかけるものが本当

に持続的なお金のかけ方なのかと。それか

ら将来にまたがって負担をしていただく、

次世代の方々にどれだけのものを引き継が

なければならないかというのを、やはり総

合的に判断しないといけないと思ってます。

従って、今までのそういう維持運営経費と、

それから改装の経費も踏まえて、やはり公

共施設の在り方検討、これをやった上で、

そうすると中央公民館とかいわゆる公民館

を統廃合するとかっていうのが出てきます

ので、最初に井川議員がおっしゃられたよ

うな内容は御参考というか、参考に聞かせ

ていただいて、もちろんそういう考え方も

あるということで、これから公共施設をし

っかりと含めて検討をしていくということ

に、今年度取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  なので、最初、まだ人数が、例えばです

よ。西地区に１小１中作ってバスで送迎す

るには人数が多いよというときは、東能勢

小学校を使って、例えば１年から４年の課

程だけそこでっていうとお金使わなくてい

いわけですよ。一貫教育は英語教育とか入

ってきますし、ＡＩの教育も入ってくるし、

小学校の先生と中学校の先生が一つの教材

を、カリキュラムというのか、見ていく環

境というのはとても小中一貫教育の中でで

きるんじゃないかと想像ができるので、そ

れは早急に進めていくべきですけど、その

進め方と、乱暴ですけど公共施設の在り方

について、その中学校に１０億円もかけて

使っちゃうと、もう本当、町はそれで終わ

っちゃうんじゃないかというぐらい、私、

思ってまして、本当に今のとき、私たちが

待ってと言ったこの時間を使って、小学校、

中学校、それから公共施設の在り方を全部

ひっくるめて一回考え直す必要あると思う

んですよ。いかがです。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  今まで積み上げてきたものもあります。

それから今回、お時間も頂けたところもあ

りますので、そういう中で総合的に考えな

いといけない、直すべきところは直すとい

うのももちろん必要ですので。それから同

時に具体的な検討を進めていかないと、課

題もそして今後かかる経費も違ってきます

ので、やはりそれらを両方とも進めないと

いけませんので、今現在、一からという考

えといいますか、一からという言葉に関し

てはありません。今まで積み上げてきたこ
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とと含めて総合的に考えていきたいという

ように思っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  教育委員の方が今まで積み上げて考えて

きた答えが１小１中で、今まで積み上げて

きたものなんですよ。先ほど町長がおっし

ゃってたように、次世代にどの施設を引き

継いでいくかという、それすごい言葉、私、

心に刺さってとても感動してるんですけど

ね。例えば、今日はそこまでお答えいただ

きませんけど、ユーベルとシートスどうな

んだとか、そういうことも今から考えてい

く必要がある。個別計画の中でも出してい

ただきました。これは本当に改修していく

となると５０億4,６０５万円、トータルし

たらね。１年に１億5,０００万円使ってい

かなきゃいけないよという試算も上げてい

ただいてるんです、教育委員会の中ではね。

これも、そしてほかの施設も考えていかな

きゃいけないっていう、今、瀬戸際に立っ

ている、塩川町長にはすごい重いものがの

っかかってるとは思うんですけど、本当に

次世代にどれを引き継ぐかというのをそう

いう観点で小学校と中学校の在り方も、乱

暴なんですけど、例えば空いた施設に何を

はめ込むかという考え方で、今までは、何

かよくお答えいただいてたのは、まず小学

校が、教育の施設がありきなんですよと。

まず学校を何とかしてから、それから公共

施設については考えますっていうお答えだ

ったんです。ではなくて、今のこの時間に

合わせて考えていただきたいなと思うんで

すよ。いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  そのことを言ってるわけで、今までは学

校を決めてからそのほかの再編も考えると。

もちろん順番もありますけれども、その方

法も一つありますけれども、同時並行で考

えないといけませんので、今年度から来年

度にかけて公共施設の在り方検討、そうい

うところに向けて、今、データベースを整

えているというのが現状でございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  データをしっかり積み上げて、また質問

いたしますので、今日はこれで次の質問に

移らせていただきます。 

  情報の出し方についてという項目であり

ます。 

  町ホームページ掲載情報と、私、時々町

長のフェイスブックを拝見させていただい

てるんですけど、そこの内容の中で発して

いる情報に裏腹な内容があったように思う

んですよ。それはどういうことなんですか

って、私、今日は聞きたくてここに出して

るんですけど、一つは町のホームページに

は今も上がってるんですけど、古布類の排

出をお避けくださいとホームページに上が

ってるんです。でも、また、再お願いとい

うふうに昨日も見たらまた、まず４月３０

日に掲載されておりまして、昨日見たらま

た５月１４日に再度のお願いということで、

古布類は今コロナの影響で業者の方が物流

が停滞しているので、ちょっともう家庭内

で保管してくださいなという文章が載って

おりまして、町のホームページにはそう載

ってたんですけど、町長のフェイスブック

には、お気持ちはうれしいんですよ、ステ

イホームっていう。お家にいてお片付けし

たごみはしっかり収集させていただきます

と発せられていたんですよね。もちろんお

気持ちは分かります。揚げ足を取ってるよ
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うでいじわるばあさんみたいなんです、私。

でも思うんですよ。やはり町職員さんがそ

う発してるのに、町長としてまずかったん

じゃないかなという気がするんですけど、

いかがですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  大西住民部長。 

○住民部長（大西隆樹君） 

  町長のフェイスブックとホームページが

ちょっと違うという御質問だと思うんです

けれども、古布類の排出抑制ということは、

事情は井川議員も御存じのとおりなんです

けれども、４月２８日付で大阪府より協力

依頼が発出されまして、私どもの手元に届

いたのは４月３０日でございました。その

日のうちにホームページに掲載し、翌５月

１日にはたんぽぽメールでも発信させてい

ただきまして、住民の皆様に御協力のお願

いをさせていただいたというところでござ

います。収集業務につきましては、このコ

ロナ禍で非常に厳しい状況ではあったんで

すけども、４月当初より職員からの感染者

が出た場合に備え、可能な限り職員間の接

触を抑えながら、万一の場合の収集に支障

が出ないように、支障が最小限に抑えられ

るように対策を取ってきたところでござい

まして、住民の皆様の御理解のもと、また

職員の踏ん張りもありまして、本町におけ

る収集業務はゴールデンウィーク中も含む

自粛期間中は特に支障もなく回収できたと

いうふうに思っております。 

  町長が答えるべきかも分からないんです

けれども、４月２８日にはちょうど初めて、

よくテレビなんかでもあったんですけれど

も、住民の方から職員に対して激励のお手

紙とか、それからお礼というふうなのが収

集の袋に貼ってありまして、それを町長が

上げられたというようなところでございま

す。私のほうからも、こういったお便りを

頂いたことで職員が非常に励みになって業

務に取り組めたということを、この場をお

借りしてお礼を申し上げたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  塩川町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  私はあのときに、環境課の方々に言って、

皆さんが職員の人がこんな手紙もらったん

です、本当に職員の皆さん、毎日こんなコ

ロナのときに収集をしていただいて本当に

ありがとうございます。そういうお手紙が

あって、しっかりと飛び散らないようにし

ますとかって書いていただいている。その

ものについてのお礼が１点。それから２点

目としてゴールデンウィーク前でしたから、

ステイホームということを言ったというこ

とで、我々の御礼とともに、我々の自治体

の役割として、ごみ自身は回収しないとい

けないというところで、そういう形の発信

になったということで、短い言葉でした。

今、確かに古布については流通がコロナの

影響であるということですので、そういう

内容のものを入れるか、または前のものを

訂正するか、そういうものもちょっと考え

ていきたいと思います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  すごくまめにフェイスブック発してらっ

しゃるので、とても参考にさせていただい

ておりまして、それについては町長にもお

礼を申し上げたいんですけど。また、町職

員の皆様も大変な中で一生懸命頑張って、

各課もされているのは本当にあれですし、

また町民の皆様からもそのようなありがた

い気持ちっていうのが町職員の方に伝わっ

て、相互関係でよくなるって。官民協働と
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いうか、みんなで町をよくしていこうとい

う気持ち、その気持ちはとてもうれしく思

います。 

  そういうことで次、いきますけど、防災

無線での情報の在り方について伺いたいん

ですけど、町長のフェイスブックにもお２

人って書いてあったのでそれで見たんです

けどね。コロナ感染者の方が豊能町内でお

２人出たよと。大阪府のホームページにも

確認できましたし、また町のホームページ

でも４月１７日に確認してたわけなんです。

でも４月２８日の夕方に、私事ではあるん

ですけど、自分の議会報告のチラシを一日

中、希望ヶ丘で３万2,０００歩歩いて配っ

ておりまして、ちょうど夕方、希望ヶ丘の

防災無線で次のような放送があったんです。

東地区で新たな感染者が出たという放送で、

放送の趣旨というのか、それはお家にいま

しょうと、皆さん手を洗いましょう、３密

を避けましょうという内容は内容だったん

ですけど、私としては町長のフェイスブッ

クや大阪府のホームページで２人ってもう

４月１７日に確認してたので、４月２８日

の夕方となると、また不幸にもかかられた

方がいるんやなと思って、家へ帰って調べ

てもやっぱり２人のままで、どういうこと

やのと思ったんです。私、結構、希望ヶ丘

歩いたときに、皆さん高齢の方は皆おうち

にいるけど、お庭の草を引いたりとか、お

花のお手入れとかされてる方が多かったで

す。家の敷地内でなるべく過ごそうと皆さ

ん努力されておりました。結構な方にお会

いしました、私。そこで防災無線がそうい

うふうに言うものですから、もちろんホー

ムページや町長のフェイスブックを御覧に

なれない御高齢の方というのはもちろんい

るとは思うんですけど、それを２８日の時

点でそのような防災無線として放送された

というのは、ちょっと、私もそうなんです

けど混乱したというか、それどうなのいう

感じがあったので、町として防災無線での

情報の取扱いというのはどういうふうにさ

れてるんですか。伺います。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  各自治会や自主防災組織の役員の方が、

無線によらず地域に立っている防災行政無

線の子局から拡声放送することを単独放送

と呼んでいます。この単独放送は原則放送

日の３日前までに町のほうに放送内容や放

送する子局を記入した申込書を提出してい

ただくようにしております。これは放送内

容が適切かを念のため確認するためのもの

でございます。町が把握している限りでは

これまで単独放送されたものは町にあらか

じめ申込書の提出があり、町が放送可能だ

と判断を決定したものでございます。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  豊能町防災行政無線局管理運用規則とい

うのがありまして、そこにも、今、副町長

がおっしゃったように単独放送、第２０条

に書いておりますよね。もし、例えば自治

会とか当該地域全体に関わる行事等に関す

る情報とかも、子局としては使えるけど、

一番最後に様式があって、単独放送申込書

というのが、これを３日前に出してくださ

いよと。やはり公共の電波として流れるわ

けで、皆様を混乱に陥れるような内容がそ

の子局から発せられるというのはやっぱり

問題があるので、でもじゃあ町としてはこ

の２８日の夕方に発せられた内容としては、

把握してらっしゃらなかったということな

んですか。 

○議長（永谷幸弘君） 
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  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  議員が御紹介いただいたケースにつきま

しても、単独放送の申込書がございまして、

町のほうでちゃんと決裁を取っております。 

○議長（永谷幸弘君） 

  井川佳子議員。 

○７番（井川佳子君） 

  なのにそのような放送内容になったんで

すか。例えば、何を言ってるかというと、

大阪府のホームページや町ホームページで

は４月１７日で２人って確認してたのに、

４月２８日にまた新たな感染者というと、

２足す何人という感じになってきますよね。

それと、どこを見ても東地区って書いてな

いのに、どうしてそういう情報を防災で伝

えるのかなってすごく悲しい気持ちになり

ました、私は。コロナっていうのは自分も、

自分の中にもいるかもしれないという対応

で、正しく怖がって、なのでマスクしてる

わけなんです。じゃあどのような文面で、

そのような文面で書いてあったんですか。 

○議長（永谷幸弘君） 

  答弁を求めます。 

  池上副町長。 

○副町長（池上成之君） 

  そのような文面が書かれたものではござ

いません。 

○議長（永谷幸弘君） 

  以上で井川佳子議員の一般質問を終わり

ます。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。本日はこれをもって散会いたし

ます。 

  次回は６月３日、午前９時３０分より会

議を開きます。本日は大変に御苦労さまで

ございました。 

 

散会 午後４時００分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

一般質問 
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